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第１章 計画の基本的事項 

１ 計画策定の趣旨・目的 

本計画は、天草市環境基本条例の基本理念に即し、条例第７条の規定に基づき策定

するものであり、環境の保全、回復及び創造について市民等・事業者・市の責務を明

らかにするとともに、それぞれが施策に協力及び実施する責務を有することにより、

環境保全の施策等を総合的かつ計画的に推進していくことを目的とします。 

本市では、その目的を達成するために「天草市環境基本計画（Ｈ23～Ｈ30）」を平成

23 年４月に策定、「第２次天草市環境基本計画（Ｒ１～Ｒ７）」は「地球温暖化対策実

行計画」を統合して令和元年４月に策定し、取組を進めてきました。この「第２次天

草市環境基本計画」が、令和７年度末で終了することを踏まえ、第３次天草市環境基

本計画を策定するものです。 

 

【基本理念】（条例第２条） 

(1)市民等が健康で文化的な生活を営む上で必要な健全で恵み豊かな環境を確

保し、これを将来の世代へ継承していくこと。 

(2)人と自然との共生が将来にわたって維持されること。 

(3)市、市民等及び事業者が、環境の保全等について、公平な役割分担の下に、自

主的かつ積極的な取組を行うこと。 

(4)環境への負荷が少なく持続的に発展することが可能な社会の構築に努めるこ

と。 

(5)地球環境の保全は、市、市民等及び事業者が自らの課題としてとらえ、すべて

の事業活動及び日常生活において積極的に推進すること。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、天草市環境基本条例第７条の規定に基づき策定するものであり、本市に

おける環境の保全と創出に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するための基本計

画です。国及び熊本県が策定した環境基本計画を踏まえ、本市政の最上位計画である

第３次天草市総合計画（令和５年度～令和 11 年度）を基に、本市が策定している他

の構想・計画・指針等と整合性を図り策定します。 

また、本計画は地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条に規定された天草市地

球温暖化対策実行計画を兼ねた計画となっています。 

本計画の着実な推進を図るため、ＰＤＣＡサイクルにより、成果や改善点のフィー

ドバックをしながら取組を進めていくものとします。 
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天草市環境基本計画の位置づけ 

国 

環境基本法 

環境基本計画 

熊本県 

熊本県地球温暖化の

防止に関する条例 

熊本県環境基本条例 

熊本県環境基本指針 

熊本県環境基本計画 地球温暖化対策の 

推進に関する法律 

地球温暖化対策計画 

天草市総合計画 

天草市環境基本条例 

天草市環境基本計画 
（天草市地球温暖化対策実行計画） 

【分野別計画】 

一般廃棄物処理基本計画 

天草市景観計画等関連計画 

天草市 

整合 
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３ 計画期間 

本計画の期間は、令和８年度から令和 15 年度までの８年間とします。 

また、本計画を実効性のあるものとするため、令和 11 年度を中間目標年度として

計画の進捗状況を評価し、上位計画である天草市総合計画との整合性を図るため計画

の見直しを行います。 

第３次天草市環境基本計画の期間 

 
 

 

４ 計画の対象地域及び対象とする環境の項目 

(１)計画の対象地域 

本計画の対象地域は、本市全域とします。また、環境は独立して形成されるのでは

なく、市域を越えた対応が必要な場合が数多くあり、広域的な取組が効率的・効果的

となる施策については、国及び他の地方公共団体等と協力して推進するよう努めるも

のとします。 

 

(２)計画の対象範囲 

本計画の対象範囲は、第２次環境基本計画と同様に自然環境、循環型社会、生活環

境、地球環境、環境保全活動など本市の環境への影響が考えられるものとします。 

また、各分野及び環境教育など横断的に取組むこととし、国、県の環境基本計画等

も参考にしながら必要に応じて見直しを行います。 

 
分野 主な構成要素 

自然環境 
動植物・生態系、生物の生育・生育環境、海岸、水辺と緑、自然とのふ

れあい 等 

循環型社会 廃棄物処理、リサイクル、エネルギー循環、地産地消 等 

生活環境 

典型７公害（大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、

悪臭）、化学物質、公園・緑地、清掃・美化、歴史・文化、まちづくり、

景観 等 

地球環境 資源・エネルギーの利用、地球温暖化、その他の地球環境問題 等 

環境保全活動 啓発・環境情報、環境教育・環境保全活動 等 



 

- 4 - 

 

５ 計画推進の主体及び役割 

計画の推進主体は、市民や事業者、行政です。計画の推進にあたっては、それぞれ

の責務に応じた役割分担と協働のもと、環境の保全及び創造に向けて自主的かつ積極

的に取組むものとします。 

なお、滞在者の行うべき取組は、滞在中の環境負荷の低減や環境の保全（省エネル

ギー、ごみの排出削減、自然環境の保全など）に係るもので、基本的に市民の行う取

組と共通します。 

 

【各主体の責務（天草市環境基本条例第３条～５条）】 

[市民等の責務] 

市民等1は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減その他

環境の保全等に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協

力する責務を有する。 

 

[事業者の責務] 

事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴う環境

への負荷の低減その他環境の保全等に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保

全等に関する施策に協力する責務を有する。 

 

[市の責務] 

市は、基本理念にのっとり、環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定

し、及び実施する責務を有する。 

 

  

                         
1 この計画での市民等は、市内に居住し、若しくは滞在し、または市内を通過する者です。 
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６ 計画の構成 

本計画の構成は次に示すとおりです。 

 

 

  

第１章 計画の基本的事項 

計画策定の趣旨を示すとともに、計画の目的、位置付け、期間、対象範囲、推進主体

及び構成など本計画の基礎となる事項を示します。 

第２章 天草市の概要及び環境の現状と課題  

本市の環境の現状と課題、国や県の環境をめぐる動向、前計画の評価などを示しま

す。 

第３章 計画の目標  

環境の保全と創造に取組むための将来の環境像を掲げ、その実現に向けての基本目

標を示します。 

第４章 分野別の施策と取組の方向性  

基本目標を踏まえた、分野別の施策と各主体による取組の方向性、取組内容を示し

ます。 

第５章 天草市地球温暖化対策実行計画 

天草市全体の温室効果ガスを削減する取組（区域施策編）と天草市役所の事務・事業

に由来する温室効果ガスを削減する取組（事務事業編）をとりまとめた計画です。 

第６章 計画の推進と進捗管理 

本計画を総合的かつ計画的に推進し、実効性のあるものとするための推進体制と進

捗管理の在り方を示します。 
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第２章 天草市の概要及び環境の現状と課題 

１ 位置と地勢及び面積 

本市は、熊本県南西部に位置し、周囲を美しい海に囲まれた天草諸島の中で、天草

上島の一部や天草下島、御所浦島などで構成されています。地形はそのほとんどが山

岳・丘陵地で占められており、急峻で平野部は少なく、市街地や集落、農地が河川沿

いの平地部や海岸線の河口部に展開し、それらを結ぶように海岸線沿いに国・県道な

どが配置・整備されています。 

産業は、温暖な気候を生かした農業や、豊

かな水産資源を生かした漁業を主として発

展してきました。また、国立公園に指定され

た自然景観、南蛮文化やキリシタンの歴史な

ど、多くの観光資源にも恵まれています。 

県庁所在地の熊本市から、本庁所在地の本

渡市街までは車で２時間ほど、最南端の牛深

市街まではさらに１時間ほどを要します。 

また、海を隔てて北に長崎県島原半島、南

に鹿児島県長島があります。 

本市の総面積は 683.82 ㎢（令和７年７月

１日現在、国土地理院）で、熊本県内市町村

の中で最大を誇り、県土面積の約９％を占め

ています。 

 

 

２ 気象 

（１）気温 

熊本地方気象台本渡地域気象観測所における令和６年の年平均気温は 18.3℃で、

最高気温は 38.1℃、最低気温は－1.2℃となっています。 

また、同牛深特別地域気象観測所における令和６年の年平均気温は 19.7℃で、最高

気温は 37.1℃、最低気温は２℃となっています。 

暖流の影響で、海岸部の一部において無霜地帯があるなど、冬は暖かく、夏は比較

的涼しい海洋性の気候ですが、近年は温暖化の影響で最高気温が上昇傾向にあります。 

 

（２）降水量 

過去 10 年の平均降水量は本渡地域気象観測所で 2,181.4mm、牛深特別地域気象観

測所で 2,282.4 ㎜となっています。６・７月の梅雨期に年間の約３分の１の降水が集

中し、７月から９月にかけては台風が接近しやすい時期とも重なり、たびたび風雨に

よる被害が発生しています。 
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■平均気温、最高気温、最低気温、降水量の推移 (単位:℃、mm) 

 
 

■日平均気温、年降水量の推移 

 
資料：気象庁統計資料 

 

  

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
過去10年間

の平均

日平均気温 16.4 17.2 16.1 16.6 16.8 16.6 16.4 16.9 17.5 18.3 16.9

最高気温 35.1 37.1 35.6 36.6 35.7 35.7 35.6 35.6 36.5 38.1 36.2

最低気温 -2.2 -7 -4.1 -3.6 -1.6 -1.8 -3.5 -2.1 -3 -1.2 -3

降水量 2,576.5 2,401.0 1,863.0 1,917.5 1,960.0 2,623.5 2,494.5 1,725.0 1,847.0 2,406.0 2,181.4

日平均気温 18.1 18.9 18 18.4 18.8 18.5 18.8 17.8 19.1 19.7 18.6

最高気温 35.7 36.2 37 38.2 37.7 36.7 36.8 35.8 37.1 37.1 36.8

最低気温 1.2 -2.3 0.1 -1.6 1.6 -0.1 -1.3 0.7 -3.4 2 -0.3

降水量 2,807.5 2,482.5 1,909.5 2,166.5 1,869.0 3,106.5 2,512.5 1,883.0 1,746.0 2,340.5 2,282.4
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３ 人口等 

（１）人口及び世帯数 

本市の人口は、国勢調査によると平成 27 年に 82,739 人だった人口が、令和２年に

は 75,783 人と 6,956 人減少しています。今後も減少傾向が続き、令和 17 年には約

55,035 人、令和 27 年には約 42,078 人になることが予想されています。 

世帯数は、31,873 世帯で、平成 27 年と比較すると 1,351 世帯減少しています。ま

た、一世帯あたりの人員は 2.38 人と減少を続けているほか、高齢者のみの世帯が

11,687 世帯と、総世帯の 36.7％を占めています。 

 

■世帯数と一世帯あたりの人員（単位：人、世帯） 

区分 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和２年 

人口 96,473 89,065 82,739 75,783 

世帯数 35,426 34,272 33,224 31,873 

世帯あたり人員 2.72 2.60 2.49 2.38 

資料：国勢調査 

 

■高齢者のみの世帯数の推移（単位：戸、％） 

 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和２年 

 世帯 比率 世帯 比率 世帯 比率 世帯 比率 

総世帯数 35,426 - 34,272 - 33,224 - 31,873 - 

高齢者のみの

世帯 

9,819 27.7 10,252 29.9 11,004 33.1 11,687 36.7 

 一人暮しの

世帯 

4,899 13.8 5,244 15.3 5,663 17.0 6,041 19.0 

夫婦のみの

世帯 

4,920 13.9 5,008 14.6 5,341 16.1 5,646 17.7 

資料：国勢調査 

 

（２）年齢階層別人口 

年齢階層別人口は、令和２年国勢調査によると年少人口（０～14 歳）8,447 人

（11.1％）、生産年齢人口（15～64 歳）36,097 人（47.6％）、老年人口（65 歳以上）

31,239 人（41.2％）となっています。県平均と比較すると、生産年齢人口の割合が低

く、老年人口の割合が高くなっています。経年的にみても、年少人口と生産年齢人口

が減少する一方、老年人口は増加しており、少子高齢化の進行が顕著となっています。 
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■総人口及び年齢階層別人口の推移（単位：人、％） 

 

平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和２年 令和２

年 

県構成

比 

人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比 

総人口 96,473 100.0 89,065 100.0 82,739 100.0 75,783 100.0 100.0 

0-14 歳 13,514 14.0 11,288 12.7 9,832 11.9 8,447 11.1 14.2 

15-64 歳 53,127 55.1 47,773 53.7 42,098 50.9 36,097 47.6 58.8 

65 歳以上 29,816 30.9 29,868 33.6 30,809 37.2 31,239 41.2 26.0 

資料：国勢調査 

※総人口には年齢不詳者を含むため、年齢階層別人口の合計とは一致しない。 

 

■年齢別人口及び構成割合の推移（単位：人、％） 

①年齢（３区分）別人口の推移 

 

資料：天草市統計書 

※令和７年以降は推計値 
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②年齢（３区分）別構成割合の推移 

 
資料：天草市統計書 

※令和７年以降は推計値 

 

（３）産業別就業者数 

産業別就業者数は、令和２年国勢調査によると、第１次産業就業者が 4,294 人

（12.2％）、第２次産業就業者が 5,832 人（16.6％）、第３次産業就業者が 24,815 人

（70.7％）となっています。県平均と比較すると、第１次・第３次産業就業者が高い

割合を示している一方、第２次産業の割合が低くなっています。 

また、就業人口総数の減少に伴い、すべての産業において就業者が減少しつつあり

ます。 

 

■産業別就業者数の推移（単位：人、％） 

 
平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和２年 令和２年 

県構成比 人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比 

総数 43,118 100.0 38,904 100.0 37,456 100.0% 35,076 100.0% 100.0 

第１次産業 7,128 16.5 5,779 14.9 5,064 13.5% 4,294 12.2% 8.9 

第２次産業 8,390 19.5 6,460 16.6 6,290 16.8% 5,832 16.6% 21.2 

第３次産業 27,533 63.9 26,292 67.6 26,079 69.6% 24,815 70.7% 69.9 

資料：国勢調査 

※就業人口総数には、分類されない産業等を含むため、産業別人口の合計とは一致しない。 
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４ 市の主要山岳と主要河川 

市内における主要な山岳及び河川は次のとおりです。 

■市の主要山岳（単位：ｍ） 

山 岳 名 位        置 標   高  

倉岳 倉岳町 682 

矢筈嶽 倉岳町 626 

老嶽 有明町 590 

天竺 天草町・天草郡苓北町境 538 

角山 天草町・河浦町 526 

柱岳 本町・天草郡苓北町境 518 

行人岳 枦宇土町 506 

念珠岳 倉岳町・上天草市境 502 

資料：国土交通省国土地理院、九州地方測量部 
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■市の主要河川（単位：㎞） 

地区 水系名称 延長(㎞) 流域面積

(㎢) 

計画高水 

流量(㎡/s) 

河川が跨る 

地 区 水系別 河川名 

本渡 二級河川 亀川 10.7  23.0  190   

二級河川 町山口川 3.7  10.3  141   

二級河川 広瀬川 9.6  22.5  250   

二級河川 隅田川 2.4  4.1  80   

二級河川 方原川 6.1  10.4  105   

牛深 二級河川 亀浦川 1.5  7.7  100   

二級河川 桜川 2.3  5.2  130   

二級河川 久玉川 1.1  2.1  30   

有明 二級河川 楠甫川 1.7  7.4  135   

二級河川 上津浦川 4.3  6.1  44   

二級河川 下津浦川 2.0  9.9  138   

倉岳 二級河川 浦川 3.9  11.0  143   

二級河川 目玉川 1.0  0.9  10   

栖本 二級河川 白洲川 2.8  3.7  70   

二級河川 河内川 10.0  23.8  250   

新和 二級河川 中田川 1.9  2.6  40   

二級河川 流合川 4.4  15.3  140   

二級河川 大宮地川 7.5  32.0  345 本渡 

五和 二級河川 中洲川 1.6  6.6  91   

二級河川 内野川 9.6  28.8  360   

天草 二級河川 下津深江川 9.9  34.8  360   

二級河川 高浜川 3.5  25.3  200   

二級河川 大江川 2.1  5.6  83   

河浦 二級河川 今富川 1.9  9.9  133   

二級河川 一町田川 11.4  67.7  143   

二級河川 路木川 4.3  10.5  100 牛深 

二級河川 早浦川 5.9  13.2  150 牛深 

資料：熊本県天草広域本部工務第二課 
※各地区の代表二級河川（本川）のみ。支川は含めていない。 

※延長(㎞) ： 河川現況調書（H17 河川台帳整備による）から 
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５ 国や県の環境政策を巡る動向 

（１）国及び県の環境基本計画の策定 

国は、令和６年５月に「第六次環境基本計画」を閣議決定し、目指すべき持続可能

な社会の姿として、環境保全とそれを通じた「ウェルビーイング/高い生活の質」が実

現できる「循環型共生社会」の構築を掲げています。 

また、熊本県は、令和３年７月に策定した第六次熊本県環境基本計画において、「ゼ

ロカーボン」を基盤とする「環境立県くまもと」の実現に向け、「ゼロカーボン社会・

くまもとの推進」、「循環型社会の推進」、「熊本の恵みを未来につなぐ自然共生社会の

実現」、「安全で快適な生活環境の確保」、「リスクに備えた社会づくりと球磨川流域に

おける「緑の流域治水」の推進」、「環境立県くまもと型未来教育」、「持続可能な環境

の創造に向けた仕組みづくり」の７つを環境施策として定めています。 

 

（２）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、平成 27 年の国連サミットで採択された、令

和 12（2030）年までの国際目標です。ＳＤＧｓは、「誰ひとり取り残さない」を理念

とし、貧困の解決、健康と福祉、教育、ジェンダー平等などの社会目標、エネルギー、

気候変動、海・陸の豊さを守るなどの環境目標、雇用、産業、消費などの経済目標が

17 の目標として体系的に整理されています。 

ＳＤＧｓの推進は国を挙げて進められており、行政、市民、事業者が一体となって

取組んでいくことが求められます。 

本市においても、総合計画の中で、政策や施策計画との関連付けを行い、ＳＤＧｓ

の実現に向けて積極的に取組むこととしております。 

 

（３）自然共生社会に関する動き 

自然共生社会は、豊かな自然や生物多様性の維持・回復と持続可能な利用が実現す

るとともに、それらがもたらす恵みを将来にわたって継承していく社会です。 

平成 20 年６月に生物多様性基本法が施行され、生物多様性の保全と利用に関する

基本原則、生物多様性国家戦略の策定、白書の作成など、我が国の生物多様性施策を

進めるうえでの基本的な考え方が示されました。 

生物多様性国家戦略は、生物多様性条約及び生物多様性基本法に基づく、生物多様

性の保全と持続可能な利用に関する国の基本的な計画です。我が国は、平成７年に最

初の生物多様性国家戦略を策定し、これまで５回の見直しが行われています。令和５

年３月 31 日に閣議決定された「生物多様性国家戦略 2023-2030」では、令和 12（2030）

年のネイチャーポジティブの実現に向け、５つの基本戦略と基本戦略ごとに状態目標

（あるべき姿）（全 15 個）と 行動目標（なすべき行動）（全 25 個）が設定されてい

ます。 

 

（４）循環型社会に関する動き 

循環型社会とは、限りある資源を効率的に活用し、持続可能な形で循環させながら

利用していくことで天然資源の消費が抑制され環境への負荷が低減される社会です。 

平成 12 年に制定された「循環型社会形成推進基本法」を中核とした法体系が整備
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され、３Ｒ（リデュース（排出抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用））

を推進してきました。 

平成 25 年４月から、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（略称：

小型家電リサイクル法）が施行され、使用済小型電子機器の再資源化を促進し、レア

メタルなどの資源の有効な利用を図ることとされました。 

平成 30 年には「第四次循環型社会形成推進基本計画」が策定され、地域循環共生

圏形成による地域活性化、ライフスタイル全体での徹底的な資源循環、適正処理の推

進と環境再生などが重要な方向性として示されました。 

国が令和６年に策定した「第五次循環社会形成推進基本計画」において、循環型社

会形成に向けた取組を強化するために、従来の延長線上の取組を強化するのではなく、

持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用する「サーキュラーエコノミー（循

環経済）」への移行について言及されています。 

 

（５）脱炭素社会に関する動き（地球温暖化対策） 

脱炭素社会の実現に向け「地球温暖化対策の推進に関する法律」を中核とした法体

系の整備がなされましたが、平成 23 年３月の東日本大震災以降、エネルギーの需給

状況や見通しが定まらない状況が続き、火力発電の増加により温室効果ガスの排出量

も増加しました。 

平成 27 年 11 月にフランスで開催された気候変動枠組条約第 21 回締結国会議（Ｃ

ＯＰ21）において、令和２年以降の温室効果ガス削減に関する世界的な取決め（世界

共通の２度目標（努力目標 1.5 度以内））が示されました。我が国では、温室効果ガ

ス排出量を令和２年度までに平成 25 年度比で 26％削減することが決定されました。

その後、令和３年 10 月に新たな削減目標として、令和 12（2030）年度において平成

25 年度比で 46％削減することを目指し、さらに 50％の高みに向けて挑戦を続けてい

く内容を決定し国連に提出されました。 

令和３年６月には改正地球温暖化対策推進法が施行され、令和 32（2050）年までに

温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち、「2050 年カーボンニュート

ラル」の基本理念が法定化されました。 

 

 

６ 本市の現状と課題 

（１）人口減少・高齢化と環境問題 

人口減少により、エネルギー消費に伴う温室効果ガスの排出、廃棄物の排出など、

環境負荷が減少することが予想されます。 

しかし、ライフスタイルの変化や高齢化、核家族化等によって、家庭における一人

当たりの環境負荷は増加する可能性があります。 

また、里地里山的環境を有する中山間地域では、農林業における担い手の減少・高

齢化に伴って耕作面積が減少する一方で耕作放棄地は増加しています。 

 

（２）地域コミュニティと環境保全活動 

自治会や町内会などの地域コミュニティは、自然環境の劣化や廃棄物問題など、地

域の環境問題に対応する主体も担ってきました。 
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しかし、少子高齢化などにより地域コミュニティの衰退に伴って、こうした地域の

環境保全活動の減少が懸念されます。保全活動内容の見直しや他団体との協働による

活動の検討が必要になってくることが予想されます。 

 

（３）海や河川と環境問題 

地球温暖化に伴う海水温の上昇が見られ、漁獲量の減少や藻場面積の減少など里海

を取り巻く環境の変化が懸念されています。近年、赤潮による漁業被害が多発してお

り、その対策が喫緊の課題となっています。 

また、河川流域や海域の水環境における水質の悪化も懸念されています。 

 

（４）森林、里地里山と環境問題 

さまざまな原因から林業が低迷し、適正な管理が行われない森林が増加し、森林の

持つ環境保全などの多面的機能が発揮されなくなりつつあります。 

鳥獣被害については、近年増加しているイノシシなどの野生鳥獣が、自然環境や農

林業に大きな被害を与えています。 

また、農山漁村の過疎化、高齢化等により、鳥獣の隠れ家やえさ場となる耕作放棄

地が増加しています。結果として更なる耕作放棄地の増加と鳥獣被害の増加につなが

るという悪循環を生じさせています。 

 

（５）交通と環境問題 

本市は市域が広大であり、公共交通の利便性が下がる地区が増えたことや、少子高

齢化などにより自動車依存度が高まり、集約型の市街地を持つ都市と比べて住民一人

当たりの自動車からのＣＯ₂排出量が多くなることが予想されます。 

また、旅客、貨物なども自動車に依存しているため、自動車からのＣＯ₂排出量が多

くなると考えられます。 

 

（６）廃屋・空き家及び所有者不明土地等の増加 

人口減少や高齢化に加え、所有者意識の希薄化や相続問題、住宅密集地の高額な解

体費用など様々な要因により、管理されていない空き家が増えています。 

なかには倒壊の恐れのある老朽危険空き家もあり、生活環境の保全、改善及び防犯、

火災等の誘発防止のため所有者による適正な管理や、場合によっては老朽危険家屋の

解体撤去も求められています。 

また、地方から都市部への人口移動を背景とした土地利用ニーズの低下や、土地の

所有意識の希薄化が進行しており、所有者の氏名や所在が分からない土地が増加して

います。所有者不明土地の増加は、土地の雑草の繁茂による害虫の発生等による環境

の悪化といった周辺への悪影響の要因になっています。 

さらに、土地の適正管理の観点では、相続はされているが近隣に居住しておらず、

所有者の関心が低かったり、所有している自覚がなかったりするなど、適正に管理さ

れないまま放置される場合も見受けられます。 

更なる高齢者人口の増加が進む人口動態を踏まえれば、今後、大量の相続が発生す

る時期を迎える中で、所有者不明土地が一層増加することが見込まれるため、その対

策は喫緊の課題となっています。 
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（７）外来生物への対応 

「外来生物」とは、外来生物法では、「海外から我が国に導入されることによりその

本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物」と定義されています。 

最近注目される外来生物の例としては、ヒアリ、アライグマ、アメリカザリガニ、

アカミミガメなどがあり、広範囲化しています。日本にやってきたすべての外来生物

が周囲に悪影響を及ぼすわけではありませんが、ときには地域の生態系や人間の健康、

農林水産業などに大きな被害を及ぼすことがあります。外来生物法では、こうした被

害を及ぼす、または、及ぼすおそれがあると認められる外来生物を「特定外来生物」

として指定し、その飼育、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制しています。

オオキンケイギク、ツマアカスズメバチ、オオクチバス、ウシガエルなど多くの外来

生物が特定外来生物に指定されています。 
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７ 第２次環境基本計画の評価 

（１）市民の評価 

本市が令和６年 10 月に、天草市に 10 年以上お住まいの方に対して環境に関する市

民アンケートを行いました。その結果、「お住いの地域の環境について、この 10 年間

でどのように変化したか」との質問に対し、各項目において約 10～30％程度が「良く

なった」または「やや良くなった」、約 50～70％程度が「変わらない」、約 10～30％程

度が「やや悪くなった」または「悪くなった」と回答しています。 

「海・海岸のきれいさ・におい」と「川のきれいさ・におい」が悪くなったと感じ

ている人の割合は他の項目よりも多い一方で、「回収ごみの分別」は以前よりも良く

なったと感じている人が多い状況です。 

資料：市民アンケート調査（18 歳以上の天草市在住者を対象に、無作為に 1000 人を抽出して

実施。450 件の回答があった。） 
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（２）事業者の評価 

市民と同様に、市内の事業者に対してもアンケート調査を行ったところ、多くの事

業者が環境課題に対して関心を持っていること、そして照明や水道の節約、冷暖房の

こまめな調節、クールビズやウォームビズの奨励、再生紙の使用、事業所内の資源物

の分別収集、産業廃棄物の適正処理など、積極的に取組んでいることがわかりました。 

また、今後の環境への取組について、天草市が進めているより良い環境づくりに向

けた取組について重要なものを尋ねたところ、多くの事業者が全ての取組に対して

「とても重要」または「やや重要」と回答しており、合わせて全体の９割を占めてい

ます。中でも「自然環境の保全と活用」、「水辺環境の保全と活用」、「水質の保全」、

「廃棄物対策とリサイクルの推進」等の項目において「とても重要」と回答した事業

者が非常に多く、関心の高さがうかがえます。 

資料：事業者アンケート調査（市内に住所を有する 800 事業者を対象に実施。434 件の回答が

あった。） 
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（３）環境基本計画目標の状況について 

分野１ 天草の特性を踏まえた自然共生社会の実現【自然環境】 

（１）水辺環境の保全・創出 

指標 
前計画策定時の

数値（H29） 

目標値 

（R7） 

現状値 

（R6） 

魚礁・築いそ・藻場の設置（累計） 406 箇所 424 箇所 417 箇所 

 

（２）森林、里地里山の保全・再生 

指標 
前計画策定時の

数値（H29） 

目標値 

（R7） 

現状値 

（R6） 

市有林の保育・除間伐面積 14.6ha 8.0ha 7.0ha 

民有林の保育・除間伐面積 933ha 1,400ha 510ha 

民有人工林の除間伐面積 302ha 320ha 410ha 

森林間伐材流通量 3,530 ㎥ 3500 ㎥ 3,550 ㎥ 

 

（３）農地の保全・活用 

指標 
前計画策定時の

数値（H29） 

目標値 

（R7） 

現状値 

（R6） 

エコファーマー認定数（累計） 543 人 - - 

※エコファーマー認定数は国の環境保全型農業直接支払事業の事業要件が令和元年に変更とな

り、エコファーマー認定が必要であった水稲生産者の更新数が減少したため、最終目標値を

計画途中に修正。令和５年度より制度が廃止となったため、令和７年度の目標値及び最終値

は記載していない。 

 

分野２ 資源を大切に利用する循環型社会の実現【循環型社会】 

（１）循環型社会の実現に向けての取組 

指標 
前計画策定時の

数値（H29） 

目標値 

（R7） 

現状値 

（R6） 

一般廃棄物排出量（ごみ排出量） 26,075t 19,259ｔ 21,596ｔ 

一般廃棄物排出量（し尿・浄化槽汚

泥） 
44,792kL 35,800kL 43,160kL 

産業廃棄物排出量（農業用廃プラス

チックの適正処理量） 
126.7t 103.0t 75.0ｔ 

資源物集団回収量 342ｔ 281ｔ 151ｔ 

資源化率 22.6% 28.1% 22.6％ 

給食食材の熊本県産材料品目の占め

る割合 
51% 53% 63％ 

給食残さの養豚業者への提供量 15t - - 

メタンガスのボイラー燃料への供給

量 
107,020 ㎥ 129,920 ㎥ 122,455 ㎥ 

※給食残さの養豚業者への提供量については、計画途中の段階で養豚業者の廃業により提供を

中止。 
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分野３ 安全で快適な生活環境の実現【生活環境】 

（１）大気環境・水環境の保全 

指標 
前計画策定時の

数値（H29） 

目標値 

（R7） 

現状値 

（R6） 

二酸化硫黄の環境基準達成率 

（県・九電・市） 
100％ 100％ 

100% 

(R5 実績) 

窒素酸化物の環境基準達成率 

（県・九電・市） 
100％ 100％ 

100% 

(R5 実績) 

浮遊粒子状物質の環境基準達成率

（県・九電・市） 
100％ 100％ 

100% 

(R5 実績) 

抽出河川におけるＢＯＤ又はＣＯＤ

の水質基準達成率（県３河川 5地

点、市 44河川 58 地点） 

【基準超過検体数／総検体数】 

0/5（県） 

5/58（市） 

0/5（県） 

0/58（市） 

0/5（県） 

0/3（市） 

抽出海域におけるＣＯＤの水質基準

達成率（県）【基準超過検体数／総

検体数】 

0/7 検体 0/7 検体 
0/7 検体 

(R5 実績) 

下水道普及率 42.1％ 49.0％ 45.3％ 

浄化槽普及台数 6,987 基 8,347 基 8,781 基 

汚水処理人口普及率 67.0％ 74.2％ 72.4％ 

環境実態調査の継続的な実施 実施 実施 一部実施 

※「二酸化硫黄の環境基準達成率」とは、大気中にある二酸化硫黄の濃度が、国が定めた人の

健康や生活環境を守るための基準値（環境基準）を満たしている測定地点の割合を示す指標。 

※「窒素酸化物の環境基準達成率」とは、大気中にある窒素酸化物の濃度が、国が定めた人の

健康や生活環境を守るための基準値（環境基準）を満たしている測定地点の割合を示す指標。 

※「浮遊粒子状物質の環境基準達成率」とは、大気中に浮遊する直径 10 ㎛以下の微細な粒子

の濃度が、国が定めた人の健康や生活環境を守るための基準値（環境基準）を満たしている

測定地点の割合を示す指標。 

※「抽出河川におけるＢＯＤ又はＣＯＤの水質基準達成率（県３河川５地点、市 44 河川 58 地

点）」について、市実施分に関しては隔年で 58 検体と３検体の調査を行っているため、令和

６年度の実績においては検体数が少ない。 

※環境実態調査の継続的な実施について隔年で実施のため、一部実施となっている。 
 

（２）安全で快適な生活環境の確保 

指標 
前計画策定時の

数値（H29） 

目標値 

（R7） 

現状値 

（R6） 

騒音・振動に対する苦情件数 ５件 ５件 ５件 

悪臭に関する苦情件数（市民環境

課） 
14 件 14 件 12 件 

悪臭に関する苦情件数（農業振興

課） 
４件 ２件 ３件 

地下水環境基準達成率（県） 100％ 100％ 100％ 
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（３）うるおいとやすらぎのあるまちづくり 

指標 
前計画策定時の

数値（H29） 

目標値 

（R7） 

現状値 

（R6） 

道路の清掃等環境活動（市道清掃ボ

ランティア）１区間年２回実施【実

施団体数】 

市道清掃ボラン

ティア 640 団

体、年２回 

市道清掃ボラン

ティア 680 団

体、年２回 

市道清掃ボラン

ティア 668 団

体、年２回 

文化財に関する教育・学習の開催回

数 
８回 10 回 37 回 

 

分野４ 温室効果ガス排出の少ない低炭素社会の実現【地球環境】 

（１）脱炭素社会の実現に向けての取組 

指標 
前計画策定時の

数値（H29） 

目標値 

（R7） 

現状値 

（R6） 

太陽光発電システム等自然エネルギ

ー導入公共建築物数（累計） 
14 施設 18 施設 15 施設 

市全体の温室効果ガス排出量 

※１ 
- 338 千 t-CO2 343 千 t-CO2 

天草市内の住宅用太陽光発電システ

ム設置戸数（累計） 
2,477 戸 4,543 戸 3,078 戸 

天草市内の住宅用太陽光発電システ

ムによる二酸化炭素削減量 
5,177t-CO2 12,000t-CO2 6,863 千 t-CO2 

令和元年度(2019 年度)CO₂排出量に

対する家庭部門における省エネ設備

の導入及び省エネ行動による二酸化

炭素削減量※１ ※２ 

- 43 千 t-CO2 
55 千 t-CO2 

（Ｒ５実績値） 

令和元年度(2019 年度)CO₂排出量に

対する業務その他部門における省エ

ネ設備の導入による二酸化炭素削減

量 

※１ ※２ 

- 30 千 t-CO2 
67 千 t-CO2 

（Ｒ５実績値） 

ソーラーシェアリング（営農型太陽

光発電）の導入による二酸化炭素削

減量 

※１ 

- 2 千 t-CO2 実績なし 

令和元年度（2019 年度）CO₂排出量

に対する運輸部門における省エネ行

動による二酸化炭素削減量 

※１ ※２ 

- 9 千 t-CO2 
9 千 t-CO2 

（Ｒ５実績値） 

※１ 令和５年３月の計画改定にあたり、新規に作成した目標のため、平成 29年の現状値につ

いては空欄 

※２ 隔年調査のため、令和６年度の数値なし。令和５年度の実績値を記載。 
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分野５ 市民総ぐるみで学び参加する環境保全活動の推進【環境保全活動等】 

（１）環境教育・環境学習の推進 

指標 
前計画策定時の

数値（H29） 

目標値 

（R7） 

現状値 

（R6） 

出前講座及び環境学習への参加人数 707 人 2,000 人 1,791 人 

 

（２）市民等の取組や連携の支援 

指標 
前計画策定時の

数値（H29） 

目標値 

（R7） 

現状値 

（R6） 

事業所における環境家計簿の参加事

業所数（累計） 
0 事業所 10 事業所 0 事業所 

市政だよりやＨＰにおける環境関連

記事の掲載 
30 回 38 回 39 回 
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第３章 計画の目標 

１ 将来の環境像 

将来の環境像とは、本市がこれからどのような環境を目指して取組を推進していく

のかを示す長期的な目標です。 

本市の環境を総合的な視点でとらえるとともに、市民や企業、行政の三者が目指す

べき将来の環境像を共有し、その実現に向けて５つの基本目標を設定し、各種施策を

実施していきます。 

 

【将来の環境像】 

生物多様性国家戦略2023-2030の５つの基本戦略を通して2030年ネイチャーポジティブを達成した世界 
出展：環境省ＨＰ「生物多様性国家戦略 2023-2030 の普及啓発」 

 

第２次環境基本計画においては将来像を「イルカが泳ぐ藍い海 キリシタンの歴史

漂うまちなみ 守りつなぐ 環境にやさしいまち あまくさ」としました。これは条

例に規定している「天草市の健全で恵み豊かな環境の享受を維持していく」ため、地

域活動や団体活動、市民の日常生活、事業者の事業活動の中で、環境の保全に取組ん

みんなで守り 未来へつなぐ 

ネイチャーポジティブなまち 天草 
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でいくことを目指して定めた将来像です。 

本計画では、第２次計画で描いた環境像の考え方を包含しつつ、更に発展させてい

くことを願い、「ネイチャーポジティブなまち」という言葉を使用しています。「ネイ

チャーポジティブ」とは、「自然再興」を意味します。これは生物多様性の損失を止

め、自然を回復軌道に乗せることを指します。かつて人々の社会・経済活動の拡大に

よって生物多様性が失われてきたことを背景として、自然環境保全の取組だけではな

く、経済から社会、政治、様々な技術の全ての分野で改善を促していくことを主眼と

しています。 

天草にはすばらしい自然環境と、郷土の歴史、豊かな文化が脈々と受け継がれてお

り、これを未来へと繋いでいくことが求められています。市民一人ひとりが環境課題

を自分事として捉え、育み、美しく暮らしやすい天草を未来に引き継いでいこうとい

う思いを表現しています。 

 

 

２ 基本目標 

（１）自然の恵みを未来につなぐ自然環境と共生する社会の実現 

私たちの暮らしは、食料や水、エネルギーなど自然資源に深く依存しています。 

また、伝統文化や歴史は、自然環境と深く結びついており、地域固有の資産として

形成されています。 

本市は、海、山、川など豊かな自然に恵まれ、多種多様な生物が生息しており、中

には絶滅危惧種に指定される希少な動植物も存在しています。これらの保全を図り、

市民が共有する地域の財産として、後世に引き継いでいく必要があります。 

自然の厳しさに対応しつつ自然の恵みを持続的に活用しながら、生物多様性を保全

し、その恩恵を後世にわたって享受できる自然環境と共生する社会の実現を目指しま

す。 

 

 

（２）ごみを減らし資源を大切に利用する循環型社会の実現 

現代社会において、大量生産・大量消費型の経済社会活動によって、大量廃棄型の

社会が形成されることで、気候変動問題や天然資源の枯渇、環境汚染など環境への負

荷が増大しています。そのような一方通行型の経済社会活動から、持続可能な形で「循

環経済（サーキュラーエコノミー）」への移行を目指すことが世界の潮流となってい

ます。これは資源・製品の価値の最大化や、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等

を目指すものであり、これまでの３Ｒの取組に加え、一人ひとりが資源を大切にする

意識を高め、持続可能な社会構造へと転換させていくことが求められます。 

社会経済活動の中で、ごみを減らす工夫やモノを長く使う知恵を出し合って、最後

は資源として再利用するという持続可能な循環型社会の構築を目指します。 
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（３）市民が安全で快適に暮らせる生活環境の実現 

大気汚染や水質汚染、廃棄物の増加などの環境課題への取組は安全で快適な生活環

境の実現に直結しています。 

市民が健康な生活を送るためには、大気や水を安全な状態に保つこと、身近な生活

環境における不快な騒音や振動、悪臭、汚染物質の影響などに悩まされることが無い

ようにしていくことが不可欠です。 

一方で、美しい景観は心の安らぎをもたらし、観光資源としても重要な役割を持っ

ています。景観の保全は安全で快適な生活環境の形成において欠かせない要素であり、

地域社会全体の幸福感や生活の質を向上させる役割を果たします。 

日常生活を取り巻く環境について、市民が安心して快適に暮らすことのできる生活

環境の実現を目指します。 

 

 

（４）未来を見据えた脱炭素・カーボンニュートラルの推進 

地球気候危機と脱炭素社会の実現は、現代社会が直面している重要な課題です。気

候変動の影響は、極端な気象、海面上昇、生態系の変化など、さまざまな形で現れて

います。これらの問題に対処するためには、脱炭素社会の実現が不可欠です。 

また、カーボンニュートラルの実現は、持続可能な社会の構築に向けた重要な一歩

です。地球規模の気候危機に立ち向かうためには、市民や企業、行政が連携し、具体

的な行動を起こすことが必要です。 

持続可能な未来を築くため、省エネルギーの推進や年間日照時間が長い地域特性を

活かした太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入、豊かな森林資源の整備や藻場

の造成を行うことで、グリーンカーボン及びブルーカーボンによるＣＯ２吸収量を確

保する取組を推進し、カーボンニュートラルの実現を目指します。 

 

 

（５）市民みんなで学び行動する環境保全活動の推進 

良好な環境を将来へ引き継いでいくためには、環境問題の本質を理解し、日常生活

において積極的に環境へ配慮した行動ができる人材の育成が重要です。 

自然環境や気候変動などの環境問題について、全ての市民が日頃の生活の中で意識

して考え、地域や職場、学校で環境保全活動に取組めるようにするために、環境保全

関係の情報の共有化を図るとともに、市民が積極的に学ぶ機会を創出し、環境教育、

環境学習を推進します。 

また、市民や事業者等が実施する環境保全活動等を支援します。 

  



 

- 26 - 

 

第４章 分野別の施策と取組の方向性 

本章では、将来の環境像の実現を目指し、各分野にわたり総合的かつ計画的に取組

んでいくために、基本目標を踏まえて分野別の施策と各主体による取組の方向性及び

取組内容を示します。 

〇自然環境、循環型社会、生活環境、地球環境及び環境保全活動等の施策を定める。 

〇「将来の環境像」を目標に各施策は、条例の基本理念を尊重して取組む。 

〇市民、企業、行政が自主的かつ積極的に取組むことで、「将来の環境像」の実現につ

ながることから、市民等・事業者による取組についても例示する。 

 

分野 施策の柱 施策 

１ 自然の恵みを

未来につなぐ自然

環境と共生する社

会の実現 

【自然環境】 

(1) 水辺環境の保

全・創出 

①河川環境の保全対策の推進 

②海域環境（里海）の保全対策の推進 

③安全な飲用水等の確保対策の推進 

④水とのふれあいの推進 

(2)森林、里地里山

の保全・再生 

①森林、里地里山の保全活動対策の推進 

(3)農地の保全・活

用 

①環境に配慮した農業の推進 

②農業の活性化、農業とのふれあいの推進 

(4)生物多様性への

取組 

①生物多様性の保全対策の推進 

２ ごみを減らし

資源を大切に利用

する循環型社会の

実現【循環型社会】 

(1)循環型社会の実

現に向けての取

組 

①廃棄物の発生抑制 

②廃棄物の適正処理の推進 

③リサイクルの推進 

３ 市民が安全で

快適に暮らせる生

活環境の実現 

【生活環境】 

(1)大気環境・水環

境の保全 

①大気環境の保全対策の推進 

②水環境の保全対策の推進 

(2)安全で快適な生

活環境の確保 

①騒音・振動・悪臭・地盤沈下に対する取組 

②土壌汚染・地下水汚染への対応 

③化学物質対策の推進 

(3)うるおいとやす

らぎのあるまち

づくり 

①緑化・美化活動の支援と推進 

②天草らしい景観のあるまちづくりの推進 

③歴史的・文化的資源の保全と活用 

４ 未来を見据え

た脱炭素・カーボ

ンニュートラルの

推進 

【地球環境】 

 

(1)脱炭素社会の実

現に向けての取

組 

①再生可能エネルギーや高効率な省エネルギー

機器等の導入促進 

②くらしや事業活動における省エネルギー行動

の促進 

③エネルギーの地産地消の推進 

④市の事業活動における環境への配慮 

５ 市民みんなで

学び行動する環境

保全活動の推進 

【環境保全活動等】 

(1)環境教育・環境

学習の推進 

①学校等における環境教育・環境学習の推進 

②地域における環境教育・環境学習の充実 

(2)市民等の取組や

連携の支援 

①市民活動や企業の取組に対する支援 
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１ 自然の恵みを未来につなぐ自然環境と共生する社会の実現 

私たちの暮らしは、食料や水、エネルギーなど自然資源に深く依存しています。 

また、伝統文化や歴史は、自然環境と深く結びついており、地域固有の資産として

形成されています。 

本市は、海、山、川など豊かな自然に恵まれ、多種多様な生物が生息しており、中

には絶滅危惧種に指定される希少な動植物も存在しています。これらの保全を図り、

市民が共有する地域の財産として、後世に引き継いでいく必要があります。 

自然の厳しさに対応しつつ自然の恵みを持続的に活用しながら、生物多様性を保全

し、その恩恵を後世にわたって享受できる自然環境と共生する社会の実現を目指しま

す。 

 

【目指す姿】 

●水辺の自然を再生し、水に親しむ場として活用しています。 

●里地里山・里海が適切に管理され、豊かな自然が保全・再生されています。 

●環境に配慮した農業を推進し、土とふれあう場として活用しています。 

●豊かな生物多様性を保全し、その恵みを将来にわたり享受できる自然と共生する社

会になっています。 

 

（１）水辺環境の保全と創出 

■環境の現状と取組状況 

・本市を流れる河川のうち、熊本県が３河川５地点、本市が 44 河川 58 地点にお

いて水質調査を隔年で実施しており、それらの調査結果は、おおむね環境基準

を達成しています。また、地域によっては河川の水質浄化のための活動や定期

的な海岸の清掃活動が実施されています。 

・海域の水質については、熊本県が７つの地点で定期的に水質検査を実施してお

り、その調査結果によると、有明海、天草灘では環境基準を達成しています。

八代海に関しては、以前にわずかですがＣＯＤや全リンなど環境基準を超過し

た地点が見られましたが、近年では水質の改善が見られています。 

・学校と連携して、藻場の再生等に関する海洋環境学習を実施しています。 

・本市には上水道未普及地域が存在し、井戸水や沢水の利用により飲用水を確保

している場合があります。 

・全国的に国の指針値（暫定）を超える事案が確認されている有機フッ素化合物

のペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン酸

（ＰＦＯＡ）について、環境省では公共用水域・地下水におけるＰＦＯＳとＰ

ＦＯＡの合計値で 50ng/L とする指針値を定めています。熊本県において調査

を行ったところ、本市では河川及び地下水で指針値の超過は確認されていませ

んが、今後も継続した調査が行われる予定です。 

 

■環境課題 

・赤潮による漁業被害が多発しており、その対策が喫緊の課題となっています。 

・地球温暖化に伴う海水温の上昇がみられ、漁獲量の減少など里海を取り巻く環

境の変化が懸念されています。 

・河川流域の水環境や海域環境における水質の悪化により、地域の水環境の劣化
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が進みつつあります。 

・同一河川でも、下流域での水質悪化が見られます。主な原因は、生活・事業系

排水と考えられており、下水道などによる処理が急務となっています。 

・家庭系排水の河川への流入による環境負荷の低減に努め、上・下流域の住民が

一体となって排水の改善を図る必要があります。 

・海域の水質については、ごみや汚濁物質など市内河川から流下してくるものも

あるため、河川と海域を一体とした水環境とすることが必要となり、持続可能

な海域の利用のためにも養殖場付近の水質改善に対する取組が必要です。 

・市内各地に点在する潮溜まりなど、陸域と水域の境目ともいえる湿地の汚染改

善への取組が必要です。 

・治水・防災にも配慮し、さらに子どもや高齢者も安全に水辺に近づけるよう、

親水性を高め、身近な自然環境に触れることができる生活空間の一部として、

調和のとれた河川や海浜などの水環境の整備が必要です。 

 

■施策の方向性 

施策① 河川環境の保全対策の推進 

・河川の水質を把握するとともに、その改善が必要な箇所については、対策を検

討し、必要であれば関係機関と連携して指導等を行います。 

・河川の水質調査は環境基準等に加え、水生生物等も調査し、水路やため池の適

正な管理による総合的な水環境の保全を推進します。 

・地域の河川浄化、道路の清掃・美化等、地域の継続的な環境配慮活動を推進し

ます。 

 

施策② 海域環境（里海）の保全対策の推進 

・熊本県による海水浴場の水質検査に対して調査の協力をします。 

・水産増殖施設または水産生物増殖場を中心とした漁場の整備を推進します。 

・水産資源の持続的な活用を図りながら、自然環境としての「里海」の保全・再

生を目指します。 

・大規模開発に当たっては、熊本県との連携により、海域環境分野をはじめとし

た天草独自の環境特性に配慮します。 

・漂着ごみ及び海上漂流ごみの状況把握、効率・効果的な回収・運搬・処分を行

い、適正な海岸環境を維持します。 

・水質汚濁防止や下水道等の事業を適切に推進し、水環境の保全を進めます。 

・有明海及び八代海については、「有明海及び八代海を再生するための特別措置

に関する法律」「有明海・八代海再生に向けた熊本県計画」に基づき、流入する

河川の汚濁物質負荷量の削減や当該海域の環境保全及び改善を関係機関と連

携しながら推進します。 

 

施策③ 安全な飲用水等の確保対策の推進 

・上水道未普及地域においては、井戸のボーリングや浄水器の設置などへの補助

を行い、安心安全な飲用水の確保を推進します。 

 

施策④ 水とのふれあいの推進 

・水環境を整備する取組と連携して、河川・海浜等の清掃や環境に配慮した護岸
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整備を推進します。 

・恵まれた本市の自然環境を後世に受け継ぐため、自然にふれ学ぶ機会を設け、

自然を大切にするよう環境学習を推進します。 

・排水対策、用水確保の施策と連携し、河川やため池の水質改善とふれあうこと

ができる水辺空間の整備を推進します。 

 

【各主体の取組】 

＜市民等ができること＞ 

・環境への負荷の少ない洗剤(石けんなど)を選び、適量を使用します。 

・身近な緑地や水辺などの保全活動、地域の美化活動などに参加します。 

 

＜事業者ができること＞ 

・身近な緑地や水辺などの保全活動、地域の美化活動などに積極的に参加します。 

・事業の実施にあたっては、水源地や河川の保全に配慮します。 

 

【数値目標】 

指 標 
現状 

(R6) 

中間目標

(R11) 

最終目標

(R15) 
担当課 

海岸漂着物処理量 121.54ｔ 130ｔ 130ｔ 市民環境課 

海洋環境学習の実施回数 ４校 ６校 ８校 水産振興課 

 

 

（２）森林、里地里山の保全再生 

■環境の現状と取組状況 

・山間部は、里山や田園が広がる閑静な状況にあります。 

・本市は山林における人工林の割合が 43％を占めており、その中でもヒノキの割

合が高くなっています。また、天然林ではさまざまな動植物群が見られ、天草

町福連木の官山（角山）においては、絶滅危惧種にも指定されているハナガガ

シが自生し、染岳自然環境保全地域には典型的な照葉樹の森が残っています。 

・本市全体の面積の 67.7％が山林で、木材等の林産物を生産するだけでなく、水

源のかん養、山地災害の防止、野生生物の生存の場、レクリエーションの場の

提供など、豊かな命を育む機能を有しています。また、森林は二酸化炭素を吸

収・固定し、地球温暖化防止に貢献しています。 

・自然との共存によって生活が営まれている里地里山の生活空間においては、後

継者の不足などが原因で耕作の条件が悪い土地から順に耕作放棄地が増加し

ています。 

 

■環境課題 

・さまざまな原因から林業生産活動が低迷し、適正な整備が行われない森林が増

加し、森林のもつ環境保全などの多面的機能が適正に発揮されなくなりつつあ
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ります。 

・林業・木材産業の経営環境を考慮すると、林産材の利用促進による林業・木材

産業の振興をはじめ、森林環境の保全など、「森林を市民みんなの力で育てる」

という考え方を浸透させる必要があります。 

・里地里山の生活空間においては、野生生物の生存の場の確保による生物多様性

の保全と併せて、市民の生活を守るうえで、有害鳥獣捕獲対策も必要です。 

 

 

■施策の方向性 

施策① 森林、里地里山の保全活動対策の推進 

・地球温暖化防止、生物多様性保全等へ適切に対応するため、森林の公益的機能

を発揮できる森林の保全・管理を実施します。 

・環境に配慮した木材の利用を推進し、持続可能な森林経営を推進します。 

 

【各主体の取組】 

＜市民等ができること＞ 

・木育2活動などを通じて森林の仕組み、働きを理解します。 

・植樹や維持管理など、森林の保全活動に積極的に参加します。 

・木材製品を大切に利用し、多様な森林保全への行動を実践します。 

・木材製品を使用・購入する際には地元材を使用するよう心がけます。 

 

＜事業者ができること＞ 

・木材製品を使用・購入する際には、地元材を使うよう心がけます。 

・地域の森林育成や森林保全活動に積極的に取組みます。 

 

【数値目標】 

指 標 
現状 

(R6) 

中間目標

(R11) 

最終目標

(R15) 
担当課 

市有林の保育・除間伐面積 7ha 12ha 17ha 農林整備課 

民有林の保育・除間伐面積 510 ㎡ 530 ㎡ 550 ㎡ 農林整備課 

民有人工林の除間伐面積 410 ㎡ 430 ㎡ 450 ㎡ 農林整備課 

森林間伐材流通量 3,763 ㎥ 4,000 ㎥ 4,100 ㎥ 農林整備課 

 

  

                         
2 子どもから大人までを対象に、木材や木製品との触れ合いを通じて木材への親しみや木の文化へ

の理解を深め、木材の良さや利用の意義を学んでもらう取組。 
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（３）農地の保全・活用 

■環境の現状と取組状況 

・本市の基幹産業として水稲や園芸作物、畜産など多岐にわたり営まれています。 

・産地ブランド化の遅れによる産品の価格低迷など、農家所得が上がりにくい状

況にあります。 

・消費者の食に対する「安心・安全」や「品質」に対する意識が高まってきてい

ます。 

 

■環境課題 

・農産物の生産や畜産では、環境保全型の農業が行われつつありますが、農薬・

肥料等による土壌や水質等の変化が危惧されており、さらなる環境保全型農業

の推進が求められています。 

・地域固有の自然資源を活かしたグリーンツーリズム3等の取組を推進する必要

があります。 

 

■施策の方向性 

施策① 環境に配慮した農業の推進 

・有機肥料の適正使用、減化学肥料、減農薬による環境保全型農業を普及し、併

せて有機ＪＡＳ認証農業者制度を推進します。 

・農薬や肥料の適正使用を関係機関と連携して啓発します。 

・環境保全型農業に取組むことで、農業・農村が持つ多面的機能で地下水の水質

と量を保全します。 

 

施策② 農業の活性化、農業とのふれあいの推進 

・新規就農者の確保等、持続可能な地域農業を推進します。 

・地域計画に位置付けられた農地について、担い手への集積を図ります。 

・食と子育て、生産と消費のかかわりや伝統的な食文化について理解を深めるた

めの体験活動を計画します。 

・生産者による直接販売等により、少量な産品、加工・調理品、不揃い品や規格

外品の販売を推進します。 

・農業を活性化するために地産地消を推進します。 

・学校給食における地産地消を推進します。 

 

【各主体の取組】 

＜市民等ができること＞ 

・農地を適切に管理します。 

・田畑などで農作業を体験して、生産の喜び、農産物の育成と食糧生産の大切さ

を学びます。 

・地元産の農作物を買うことで輸送用燃料の削減に協力するとともに、地域の農

業を支えます。 

 

 

                         
3 農山漁村に滞在し、その自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。 
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＜事業者ができること＞ 

・有機肥料の適正使用、減化学肥料、減農薬による環境に配慮した農業、健康や

安全など消費者ニーズに対応した農業に取組みます。 

・不揃い品や規格外品の農産物の販売を推進します。 

・安易に宅地化を進めないよう努めます。 

・飲食店等において地産地消に努めます。 

 

 

【数値目標】 

指 標 
現 状 

(R6) 

中間目標

(R11) 

最終目標 

(R15) 
担当課 

有機ＪＡＳ認証農業者数（累計） ３人 ５人 10 人 農業振興課 

 

 

（４）生物多様性への取組 

■環境の現状と取組状況 

・３つの海（東シナ海・有明海・八代海）に囲まれ、入り組んだ地形や 120 もの

島々など、たいへん豊かな自然に恵まれています。 

・島という地理的理由からほ乳類は少なく、海洋性の鳥類が多く生息しており、

春と秋には渡り鳥の貴重な中継地となっています。 

・昆虫類も県内であまり見られない種が発見されています。 

・アマクサツチトリモチやアマクササンショウウオ、アマクサマイマイなど、「天

草」の名を冠する動植物も多く存在しており、中には非常に希少な動植物も含

まれます。 

・身近な河川や田園山間部においては、農薬の使用規制などによりホタルが増え

てきたところがあります。 

・本市の森林面積は 46,267ha で総面積の 67％を占めています。そのうち、天然

林は 749ha となっており、福連木の官山（角山）に代表されるような天然林に

おいては指定希少野生動植物種も確認されています。 

・外来植物の侵入により天草独自の植生が脅かされており、本市でも 100 種類を

越える帰化植物が確認されています。 

・世界の造礁性サンゴの約 12％にあたる 100 種ほどが生育しています。 

・五和町沖合のイルカをはじめ天草外海においては、対馬暖流に育まれた亜熱帯

性の魚・サンゴと共生する多数の海洋生物が生息しています。また、牛深地区・

天草町などの砂浜には、アカウミガメが産卵のため上陸しています。 

・早崎海峡海域には、漁業者と共存した野生のミナミハンドウイルカが生息して

おり、この豊かな海を後世に引き継ぎ、イルカと人とが将来にわたって共生で

きるよう、環境実態調査に取組んでいます。 

・藻場面積の減少や水産資源の減少が見られます。 

・イノシシなどの野生鳥獣による作物被害が年々深刻な状況になっており、近年

は市街地への出没も報告されています。また、以前は存在しないとされていた

ニホンジカの目撃情報が報告されています。 
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■環境課題 

・生活環境や本来の生態系を脅かす外来生物対策の検討が必要です。 

・イルカウォッチングは地域の観光資源です。地域住民・地元漁業者・観光業者

の手によって、継続的にイルカと人との共生と漁業と観光の共存が可能となる

ような環境づくりが必要です。 

・アカウミガメの産卵地やフクレギシダ、アマクササンショウウオなどの希少野

生動植物をはじめ、多様な生物の保護対策の検討が必要です。 

・地球温暖化などによる海水温度の上昇により、造礁性サンゴや亜熱帯性魚類の

増加等、生態系の変化が起きていることから、カーボンニュートラルの実現に

向けた対策が課題となっています。 

・藻場の衰退や焼失による磯焼けが海の環境や生態系の変化に影響を及ぼすこと

から、海の森である藻場の造成と海洋資源の回復・保全が必要です。 

・日本最大級のハマボウ群生地を有しており、この貴重な資源の保全が必要です。 

 

■施策の方向性 

施策① 生物多様性の保全対策の推進 

・イノシシ等の野生鳥獣による農林作物等への被害防止及び市街地への出没によ

る影響などを防止するため、「えづけＳＴＯＰ！対策講座」の開催や、箱わな購

入・防護柵設置にかかる補助金交付等の被害防止対策について、ホームページ

や市政だよりによって周知を図ります。 

・持続可能なイルカウォッチングの体制を構築し、小学生のイルカウォッチング

体験を推進することで、幼少期からの生物多様性や自然環境保全への意識を醸

成します。 

・アカウミガメ産卵地の保護・保全をはじめ、希少野生動植物の保護・保全の推

進を図ります。 

・身近な空間に生息するホタルやメダカ等の水生生物の保護を推進します。 

・干潟の機能を向上させる希少な動植物の保護・保全を行うため、関係機関と連

携を図ります。 

・特定外来生物については、法の趣旨に沿って「入れない、捨てない、拡げない」

を徹底するよう啓発します。 

・ペット等の野生化による在来種、希少種への被害を防止するため、飼主へ終生

飼育するよう指導啓発します。 

・動植物、生態系、水資源などの自然環境の保全または創造に関した里地里山・

里海づくり、環境実態調査等の各施策について、他の部門の政策、施策計画等

と連携を図りながら、総合的かつ計画的に実施します。 

 

【各主体の取組】 

＜市民等ができること＞ 

・生き物の成育環境の保全や共生に取組みます。 

・生き物の保護に対する関心・理解などの意識向上に努めます。 

・絶滅危惧種・地域固有種の保護活動への理解・協力に努めます。 

・特定外来生物は「入れない、捨てない、拡げない」を遵守します。 
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＜事業者ができること＞ 

・自然保護や環境保全のためのさまざまな活動を支援します。 

・事業計画の策定や事業の実施にあたっては、自然環境及び野生動植物の生息・

育成環境への配慮を徹底します。 

・生き物の保護に対する関心・理解を深め、保護活動に参加します。  
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２ ごみを減らし資源を大切に利用する循環型社会の実現 

現代社会において、大量生産・大量消費型の経済社会活動によって、大量廃棄型の

社会が形成されることで、気候変動問題や天然資源の枯渇、環境汚染など環境への負

荷が増大しています。そのような一方通行型の経済社会活動から、持続可能な形で「循

環経済（サーキュラーエコノミー）」への移行を目指すことが世界の潮流となってい

ます。これは資源・製品の価値の最大化や、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等

を目指すものであり、これまでの３Ｒの取組に加え、一人ひとりが資源を大切にする

意識を高め、持続可能な社会構造へと転換させていくことが求められます。 

社会経済活動の中で、ごみを減らす工夫やモノを長く使う知恵を出し合って、最後は

資源として再利用するという持続可能な循環型社会の構築を目指します。 

 

【目指す姿】 

●廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理が進み、循環型社会が実現されています。 

●ポイ捨てや不法投棄がなくなり、清潔できれいなまちになっています。 

●地球の恵みに対して感謝と尊敬の念を持ち、「もったいない」の考え方に即した様々

な行動が広がっています。 

 

（１）循環型社会の実現に向けての取組 

■環境の現状と取組状況 

・ごみ処理施設への搬入実績は、燃やせるごみ 17,118t を焼却、燃やせないごみ

2,253t を破砕・選別、2,225t が資源物です（令和６年度）。 

・処分場の残余量は、牛深一般廃棄物最終処分場 12,329 ㎥（覆土を含む、令和

６年度末）、御所浦一般廃棄物最終処分場 5,888 ㎥は平成 30 年度末に埋め立て

を完了しています。 

・ごみの減量化の取組としては、給食センターでは強化磁器食器を導入しており、

破損した食器はリサイクル事業者への提供を行っています。 

・３Ｒ（ごみの発生抑制・再使用・再生利用）の推進のため、行政による環境美

化推進員の設置と資源物回収団体への補助を実施しています。 

・各給食センター等から排出される廃油は売却しており、石炭の代替燃料として

利用されていることから温室効果ガス排出削減に繋がっています。 

・ごみの減量化を図るために、「生ごみ処理容器等設置補助金」を推進していま

す。 

・循環型まちづくりの取組により、地域の自発性・積極性、人材・ネットワーク

を形成し、地域のさまざまな人が地域コミュニティの活動に積極的にかかわる

ことで地域コミュニティの再生に結びつけています。 

・ごみ処理施設等の老朽化が進んでいることから、突発的な故障による長期受入

停止につながらないよう補修等を行い施設の維持管理に努めています。 

・管理している公園内で発生した剪定木等をウッドチップに加工しています。 

・街路樹の剪定木等を山林堆肥等として活用しています。 

 

 

■環境課題 

・一般廃棄物の排出量は、やや減少傾向で推移すると予測されているものの、廃
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棄物の発生抑制の推進と、適正処理の確保が不可欠です。 

・一般廃棄物のうち、燃やせるごみの減量化対策が必要で、一般廃棄物の３Ｒの

仕組みを構築する必要があり、分別収集を徹底するなどの環境教育を推進し、

「ゼロ・エミッション」（人間の活動から発生する排出物を限りなくゼロにす

ること）の取組をさらに進めることが必要です。 

・自然景観及び環境に悪影響を及ぼす不法投棄の防止対策として、熊本県・警察

と連携して対応を強化する必要があります。 

・海洋ごみの発生抑制により、生活環境の保全及び良好な自然景観の維持に努め

る必要があります。 

 

■施策の方向性 

施策① 廃棄物の発生抑制 

・先進事例や市民からの意見をもとに研究を進め、市民と行政が一体となってご

み減量の取組を進めます。 

・再使用可能な商品の購入・販売など、環境に配慮したライフスタイルに取組む

ため、市民等、事業者、市が連携し、３Ｒを推進します。 

・すべての給食センターの破損食器をリサイクル事業者へ提供します。 

・給食センター等から排出される廃油については、引き続き石炭の代替燃料とし

て温室効果ガスの排出削減に寄与します。 

・街路樹や公園木の管理と剪定枝の再利用によるごみ減量化を図ります。 

・建築物などに係る分別解体及び再資源化などの監視・指導（啓発）を行います。 

・食品ロスを減らすために「30・10(さんまるいちまる) 運動4」を推進します。 

 

施策② 廃棄物の適正処理の推進 

・環境美化推進員説明会や各地域での環境学習等を通じて、ごみ分別の徹底や減

量を呼びかけます。 

・不法投棄の防止については、各主体が一体となって普及・啓発活動や監視活動

等を行い、不法投棄の未然防止に向けた施策の推進を図ります。 

・市政だよりによる周知と監視により、野外でのごみ焼却を防止します。 

・ごみ処理施設等については、天草広域連合が整備する新ごみ処理施設の供用開

始を見据え、必要な補修等を行うとともに施設の統廃合を進めます。 

 

施策③ リサイクルの推進 

・「資源物・ごみ分別辞典」や天草市公式ＬＩＮＥにおけるごみの出し方検索メ

ニュー等により、正しいごみ分別の周知を図り、再資源化やリユースを促しま

す。 

・紙類の拠点回収箇所を増設し、より再資源化しやすい環境を創出することで、

更なる再資源化を図ります。 

・回収した学校給食用牛乳パックをトイレットペーパーとして再資源化し、公共

施設で積極的に活用します。また、児童生徒が日々牛乳パックのリサイクルを

行うことによってごみの減量化・資源化に対する意識向上を図ります。 

 

                         
4 会食等で乾杯後の最初の 30 分間と、お開きまえの 10 分間は自席で料理を楽しみ、食べ残しを減

らそうと呼びかける運動。 
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【各主体の取組】 

＜市民等ができること＞ 

・ごみ出しのルールとマナーを守ります。 

・ごみの分別によるリサイクルの推進、ごみの減量化に努めます。 

・不法投棄防止への意識・理解を深め、地域が一丸となって不法投棄を監視しま

す。 

・買物の際にはマイバッグを持参します。 

・使い捨て製品はできるだけ購入せず、再使用が可能な製品や詰め替え製品など

を選びます。 

・地域や学校行事におけるバザーへの参加や、フリーマーケットサイト等を活用

するなど、不要となった製品の再使用や有効利用に取組みます。 

・耐久性の高い製品を選び修理して使うなど、できるだけ長く使用します。 

・日用品や食材は使い切るようにし、生ごみの抑制と堆肥化に取組みます。 

・食品ロスを減らすための 30・10(さんまるいちまる) 運動に参加します。 

 

＜事業者ができること＞ 

・紙の使用量の削減や再生紙の利用、古紙などの資源回収を推進します。その他

のごみの分別によるリサイクルの推進、ごみの減量化に努めます。 

・不法投棄への意識理解を深め、地域住民と協力し、不法投棄されない環境づく

りを行います。 

・使い捨て製品の製造販売や過剰包装を自粛し、長寿命製品やリサイクルが容易

な製品など環境への負荷が少ない製品の製造・販売及び利用を進めます。 

・食品ロスを減らすための 30・10(さんまるいちまる) 運動を実施します。 

 

【数値目標】 

指 標 
現 状 

(R6) 

中間目標

(R11) 

最終目標 

(R15) 
担当課 

一般廃棄物排出量（ごみ排出量） 21,596ｔ 調整中 調整中 市民環境課 

一般廃棄物排出量（し尿・浄化槽

汚泥） 
43,160kl 38,400kl 35,400kl 市民環境課 

産業廃棄物排出量（農業用廃プ

ラスチックの適正処理量） 
75ｔ 90ｔ 100ｔ 農業振興課 

資源物集団回収量 151ｔ 調整中 調整中 市民環境課 

資源化率 22.0% 28.0% 28.0% 市民環境課 

生ごみ処理容器等設置補助金交

付件数 
247 件 380 件 500 件 市民環境課 

メタンガスのボイラー燃料への

供給量 
122,455 ㎥ 119,357 ㎥ 119,357 ㎥ 下水道課 

※産業廃棄物排出量（農業用廃プラスチックの適正処理量）について、これまで不適切な処理

が行われる場合も多かったため、適切な処理の促進のために上記の目標値を設定している。 

  



 

- 38 - 

 

３ 市民が安全で快適に暮らせる生活環境の実現 

大気汚染や水質汚染、廃棄物の増加などの環境課題への取組は安全で快適な生活環

境の実現に直結しています。 

市民が健康な生活を送るためには、大気や水を安全な状態に保つこと、身近な生活

環境における不快な騒音や振動、悪臭、汚染物質の影響などに悩まされることが無い

ようにしていくことが不可欠です。 

一方で、美しい景観は心の安らぎをもたらし、観光資源としても重要な役割を持っ

ています。景観の保全は安全で快適な生活環境の形成において欠かせない要素であり、

地域社会全体の幸福感や生活の質を向上させる役割を果たします。 

日常生活を取り巻く環境について、市民が安心して快適に暮らすことのできる生活

環境の実現を目指します。 

 

【目指す姿】 

●自動車などから排出される大気汚染物質が削減され、空気のきれいなまちになって

います。 

●環境負荷の少ない交通ネットワークが構築され、環境共生型の都市基盤整備が進ん

でいます。 

●公共下水道や農業・漁業集落排水施設等が整備されるとともに、合併処理浄化槽の

設置が進み、川や海の水がきれいになっています。 

●騒音、振動、悪臭などがなくなり、快適なまちになっています。 

●土壌・地下水汚染対策の強化や、化学物質に関する情報提供などにより、安全な生

活環境が確保されています。 

●地域の貴重な緑や歴史的資源などと調和した魅力ある景観を持つまちになってい

ます。 

 

 

（１）大気環境・水環境の保全 

■環境の現状と取組状況 

・一般環境大気測定局は、熊本県設置３カ所、九州電力設置４カ所の計７カ所で、

うち二酸化硫黄・一酸化窒素・二酸化窒素・窒素酸化物・光化学オキシダント

のすべてを計測している地点は、２カ所となっています。 

・汚水処理人口普及率は年々向上しており、令和６年度実績で 72.4％となってい

ますが、全国値の 93.7％（令和６年度実績）と比べると低い状況です。 

 

■環境課題 

・依然として、野焼きや自家焼却が行われている家庭もあります。ダイオキシン

類の発生の恐れもあるため、さらなる市民への啓発が必要となっています。 

・それらの地域をはじめとして、生活・農業などへの汚染も考えられるため、周

辺地域への啓発が必要です。 

・家庭部門、業務部門における公共サービス、運輸部門における自家用乗用車に

ついて、重点的に二酸化炭素排出量の削減に取組む必要があります。 

・台所や洗濯等の生活雑排水が未処理のまま河川等に放流されることになり、河

川等の公共用水域の水質汚濁の原因となるため、下水道への接続や合併処理浄
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化槽への転換を推進する必要があります。 

 

■施策の方向性 

施策① 大気環境の保全対策の推進 

・公用車の更新にあたっては、引き続き、電動車5の導入を図ります。 

・渋滞緩和対策を検討します。 

・マイカー通勤の自粛を呼び掛け、ノーマイカーデーの実施を推進します。 

 

施策② 水環境の保全対策の推進 

・排水対策として下水処理施設、浄化槽等の整備を図り、汚水処理人口の普及率

を向上させます。 

・事業所や家庭からの排水の改善を行うとともに、地域の清掃美化活動と連携し

河川・海域の水質改善を推進します。 

 

【各主体の取組】 

＜市民等ができること＞ 

・公共交通機関や自転車を利用するなど、自動車の使用を可能な限り減らします。 

・下水道事業の目的を理解し、早期に接続して利用します。 

・使用済みの食用油や調理くずなどを下水道に流しません。 

 

＜事業者ができること＞ 

・排水処理対策を徹底し、水質汚濁物質の排出を抑制します。 

・事業の実施にあたっては、水源地や河川の保全に配慮します。 

 

【数値目標】 

指 標 
現 状 

(R6) 

中間目標 

(R11) 

最終目標 

(R15) 
担当課 

二酸化硫黄の環境基準達成率（県・

九電・市) 

100％ 

(R5 実績) 
100％ 100％ 市民環境課 

窒素酸化物の環境基準達成率(県・

九電・市) 

100％ 

(R5 実績) 
100％ 100％ 市民環境課 

浮遊粒子状物質の環境基準達成率

(県・九電・市) 

100％ 

(R5 実績) 
100％ 100％ 市民環境課 

調査河川におけるＢＯＤまたはＣ

ＯＤの水質基準達成率(県３河川

５地点、市 44 河川 58 地点) 

（基準超過検体数／総検体数） 

県 0/5 0/5 0/5 

市民環境課 

市 0/3 0/58 0/58 

調査海域におけるＣＯＤの水質基

準達成率 (県) 

（基準超過検体数／総検体数） 

0/7 

(R5 実績) 
0/7 0/7 市民環境課 

下水道普及率 45.3％ 47.8％ 49.8％ 下水道課 

                         
5 電動車とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動

車を指します。 
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浄化槽普及台数 8,781 基 9,446 基 9,978 基 下水道課 

汚水処理人口普及率 72.4％ 76.4％ 79.6％ 下水道課 

環境実態調査の継続的な実施 一部実施 実施 実施 市民環境課 

※「二酸化硫黄の環境基準達成率」とは、大気中にある二酸化硫黄の濃度が、国が定めた人の健

康や生活環境を守るための基準値（環境基準）を満たしている測定地点の割合を示す指標。 

※「窒素酸化物の環境基準達成率」とは、大気中にある窒素酸化物の濃度が、国が定めた人の健

康や生活環境を守るための基準値（環境基準）を満たしている測定地点の割合を示す指標。 

※「浮遊粒子状物質の環境基準達成率」とは、大気中に浮遊する直径 10 ㎛以下の微細な粒子の濃

度が、国が定めた人の健康や生活環境を守るための基準値（環境基準）を満たしている測定地

点の割合を示す指標。 

※「抽出河川におけるＢＯＤ又はＣＯＤの水質基準達成率（県３河川５地点、市 44河川 58 地点）」

について、市実施分に関しては隔年で 58 検体と３検体の調査を行っているため、令和６年度の

実績においては検体数が少ない。 

※「環境実態調査の継続的な実施」に関しては、隔年で実施をしており、Ｒ６年度は一部実施の

年度にあたる。 

 

 

（２）安全で快適な生活環境の確保 

■環境の現状と取組状況 

・化学物質に関する苦情等は発生していません。 

・本市では、公園などにおける土壌汚染調査は実施していません。 

・佐伊津町の地下水は、夏場の生活用水・農業用水としての揚水量が増加する時

期に水位低下の傾向があります。地盤沈下の被害は出ていませんが、自噴地点

と水量が減少しています。 

・熊本県の飲用井戸の水質検査では、硝酸性窒素などの物質で基準値を超過した

地点が地域によってまとまって存在する箇所もあり、本市においても、基準値

を超過している箇所が存在しています。県は令和６年３月に「地下水中の硝酸

性窒素対策に関する熊本県基本計画」を策定し、硝酸性窒素対策の低減に向け

推進を図ることとしています。 

・天草地域硝酸性窒素対策連絡会議が組織され、対策について協議しています。 

・市街地では、工場や事業所が立地していますが、騒音・振動被害はほとんど発

生していない状況です。 

・国道沿いにおいて実施した騒音調査では、時間帯によって自動車の走行音によ

り基準を超過する箇所もありますが、苦情は出ていません。 

・悪臭では、生活環境に大きな影響を与える問題は発生していませんが、一部の

地域で家畜排せつ物や放置された魚などの臭いに対しての苦情があります。 

・有機フッ素化合物のペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）及びペルフル

オロオクタン酸（ＰＦＯＡ）について、熊本県において調査を行ったところ、本

市においては河川及び地下水で指針値の超過は確認されていませんが、今後も継

続した調査が行われる予定です。 
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■環境課題 

・家畜の臭いの苦情について、家畜を飼育する農家は減少していますが、生活様

式の変化や、世代による価値観の違いが原因で発生していると考えられます。 

・法律などの規制のほかにも、地域住民の理解に即した悪臭問題の解決が求めら

れます。 

・本市では著しい土壌汚染は発生していませんが、健全な土壌維持のため公園や

農地への農薬散布による水質汚濁を含めた汚染対策と未然防止に努めていき

ます。 

・地下水については、一度汚染されると回復に相当の時間を要するため、汚染を

未然に防止する対策が必要です。 

 

 

施策① 騒音・振動・悪臭・地盤沈下に対する取組 

・悪臭については、家畜排せつ物法を踏まえ、関係機関と連携して指導を徹底す

るとともに、堆肥化などの処理施設や低コスト施設などの整備を促進しながら、

家畜排せつ物の管理の適正化を推進します。 

・悪臭防止法に基づき、関係者への指導を行います。 

・自動車騒音対策については、交通量調査と騒音調査を継続して実施し、道路及

び沿道状況の把握に努めます。 

・振動規制法に基づき、関係者への指導を行います。 

・深夜営業店などへ営業騒音等の低減について啓発を行います。 

 

施策② 土壌汚染・地下水汚染への対応 

・熊本県と連携して地下水の水質調査を毎年実施し、良好な水質保全を推進しま

す。 

・地下水中の硝酸性窒素対策に関する熊本県基本計画に基づく予防推進計画を策定

し、運用します。 

・天草地域硝酸性窒素対策連絡会議において、硝酸性窒素対策について情報共有を

図ります。 

 

施策③ 化学物質対策の推進 

・二酸化窒素や光化学オキシダント等の発生要因となる自動車排気ガスの抑制策

として、環境に配慮した通勤を推進します。 

・ダイオキシン類の発生のおそれがある野焼きや自家焼却を行わないよう、周知・

啓発を行います。 

・アスベスト等の有害な廃棄物は、関係法令に従い、適正な処理を促します。 

・有機フッ素化合物のペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）及びペルフ

ルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）について、熊本県が実施する調査に協力するほ

か、市でも独自に法律に基づいた調査を実施します。 

 

 

【各主体の取組】 

＜市民等ができること＞ 

・近隣騒音など、日常生活におけるルールを守り、快適に生活できる環境づくり
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に務めます。 

・野焼きなどの違法行為は行いません。 

・化学物質の問題やヒートアイランド現象、光害6（ひかりがい）などの新たな環

境問題に関心を持ち、積極的に情報を収集して理解を深めます。 

 

＜事業者ができること＞ 

・土壌汚染、地下水汚染、騒音、振動、悪臭などの公害を未然に防止します。 

・化学物質の適正な管理や排出量などの報告を徹底するとともに、リスクコミュ

ニケーションを推進します。 

 

 

【数値目標】 

指 標 
現 状 

(R6) 

中間目標

(R11) 

最終目標 

(R15) 
担当課 

騒音・振動に対する苦情件数 ５件 ４件 ３件 市民環境課 

悪臭に関する苦情件数（生活環

境関係） 
12 件 10 件 ８件 市民環境課 

悪臭に関する苦情件数（農業関

係） 
３件 ３件 ２件 農業振興課 

地下水環境基準達成率(県) 100％ 100％ 100％ 市民環境課 

 

 

（３）うるおいとやすらぎのあるまちづくり 

■環境の現状と取組状況 

・緑豊かなまちづくりを目指し、生け垣や住宅敷地などの緑化の推進を行ってい

ます。特に、公園の整備は充実しており、都市計画区域人口１人当たりの公園

面積は 27.4 ㎡（令和６年３月末）であり、国の標準面積 10 ㎡を満たしていま

す。 

・各地区振興会等では、住民によるさまざまな河川浄化活動をはじめ、道路や海

岸の清掃活動が行われていますが、環境活動に関する地域のリーダーが不足し

ています。 

・本市は雲仙・天草国立公園に位置し、優れた景観を有していますが、観光ルー

トにあたる道路沿線の景観が計画的に整備されていません。 

・天草市景観計画に基づき、景観の保全・修復・創出に努めています。 

・景観形成地域や景観形成重点地区を設定し、良好な景観形成に努めています。 

・世界文化遺産の構成資産の一つである﨑津集落をはじめ、天草キリシタン館所

蔵の通称「天草四郎陣中旗」に代表されるキリシタン文化の歴史資産や下浦石

を使った国指定重要文化財の祗園橋附石造記念碑や国指定史跡の棚底城跡な

ど、市内の文化財は、国指定６件、国選定１件、国登録 10 件、県指定 23 件、

                         
6 照明の設置方法や配光が不適切で、景観や周辺環境への配慮が不十分なために起こる、さまざま

な影響のこと。 
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市指定 164 件の合計 204 件があります。 

・市内の文化財の保存・活用は、所有者の不断の努力や地域のボランティア、教

育委員会、市の資料館・アーカイブズなどによって行われています。 

・新鮮な魚介類や天草西海岸の景観、五和町のイルカウォッチングに代表される

海洋資源が豊富です。 

・ポンカンをはじめとした果樹・野菜等の農作物、それらを生かした農林水産業

や観光産業が地域活力をもたらし、地域を支えています。 

・御所浦町の恐竜化石など多種多様な環境由来の地域資源に恵まれています。 

・災害から市民の生命を保護し、財産を保全するための防災対策工事や水産・観

光振興などに伴う必要な開発事業があります。それらの計画・設計・施工にあ

たっては環境アセスメントを実施し、環境に十分配慮した取組を行っています。 

・治水・防災を優先した河川や海浜の整備が進んだことで親水性が低下し、生活

空間との一体感がなくなってくることがないよう配慮した整備を行っていま

す。 

 

■環境課題 

・エコツーリズム7などの地域の環境資源を生かした地域密着型の観光ビジネス

が定着しつつありますが、さらなる環境と調和した産業振興による地域の活性

化が求められています。 

・自然と共生した、生活空間の形成を図るためには、自然環境の保全や身近なと

ころでの緑化の推進、環境改善が重要です。 

・歴史・文化や自然・風土に根ざした景観を保全・創造し、観光振興に寄与する

とともに、良好な景観を「宝」として次世代に引き継いでいくことが求められ

ています。 

・文化財は、所有者等の不断の努力により保存・活用されていますが、年々、破

損、風化するなど、管理上の課題があります。 

・文化財を後世に継承していくことは重要な責務であり、市民の理解と協力によ

り事業者・市と地域が一体となって、保存・活用する取組が必要です。 

 

■施策の方向性 

施策① 緑化・美化活動の支援と推進 

・地域の自然環境特性に適した樹種による都市緑化を推進します。 

・新エネルギー、省エネルギーの施策と連携しながら、工場や事業所における緑

化を推進します。 

 

施策② 天草らしい景観のあるまちづくりの推進 

・漁港用地、漁業関係施設等の維持管理を徹底し、周辺景観との調和を図ります。 

・国立公園とそれに連なる地域、海岸線や山並みの保全を市全体で推進します。 

・農山漁村風景を維持するため、市民等への清掃活動を積極的に推進します。 

・生業に支えられた里地里山・里海の保全、耕作放棄地の解消による美しい田畑、

農村風景の再生を集落景観維持と連携して推進します。 

・市民、事業者、市の三者が、豊かな自然環境を守り、誇りある文化的景観を育

                         
7 自然環境や歴史・文化を体験し、学ぶとともに、地域の自然環境や歴史・文化の保全に責任を持

つ観光のありかたのこと。 
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むとともに、風格ある都市景観の創出を一体となって築くことを目標とする天

草市景観計画を推進します。 

・シンボル的な取組として成果を確認しやすい環境保全活動と一体となって景観

整備に取組みます。 

・自然と歴史が調和したまち並みづくりを図り、賑わいと活力を生み出す景観の

創出を推進します。 

・景観阻害要因に対するルールづくりを市全体で検討し構築します。 

 

施策③ 歴史的・文化的資源の保全と活用 

・文化財に係る市民等の意識の向上など啓発を推進します。 

・文化財の巡視点検を行うとともに、引き続き、文化財の適切な保存と活用を推

進します。 

・文化財と観光、景観、環境教育・学習等とが施策連携し、総合的な文化財の保

存活用を図ります。 

・文化財を保護し、特徴ある景観の保全に繋がるように、市民や景観施策と連携

して取組みます。 

・文化財の保存と活用を推進し、郷土愛と誇りの醸成、地域コミュニティ活動の

向上に繋がるよう取組みます。 

・伝統文化、技術の保全と発信に努め、地域活性化と後継者育成に寄与するよう

取組みます。 

 

【各主体の取組】 

＜市民等ができること＞ 

・美しいまち並みづくりに協力します。 

・市内の歴史的建造物や文化財について理解を深め、その保全やツーリズムとの

連携など、幅広い活動に協力します。 

・美しい景観と環境を守るため、ごみのポイ捨ての禁止、公共の場におけるペッ

トの扱いなどについてのマナーを守ります。 

 

＜事業者ができること＞ 

・事業計画の策定や実施にあたっては、歴史的建造物、文化財などとの調和に配

慮します。 

・建物の敷地や屋上などを活用した緑化を推進するとともに、地域の緑化活動に

協力します。 

・事業場や工場などの外観や広告物などに配慮し、魅力ある景観づくりに参加し

ます。 
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【数値目標】 

指 標 
現 状 

(R6) 

中間目標

(R11) 

最終目標 

(R15) 
担当課 

道路の清掃等環境活動の回数 668 団体 680 団体 690 団体 土木課 

文化財に関する教育・学習の開

催回数 
９回 15 回 15 回 文化課 
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４ 未来を見据えた脱炭素・カーボンニュートラルの推進 

地球気候危機と脱炭素社会の実現は、現代社会が直面している重要な課題です。気

候変動の影響は、極端な気象、海面上昇、生態系の変化など、さまざまな形で現れて

います。これらの問題に対処するためには、脱炭素社会の実現が不可欠です。 

また、カーボンニュートラルの実現は、持続可能な社会の構築に向けた重要な一歩

です。地球規模の気候危機に立ち向かうためには、市民や企業、行政が連携し、具体

的な行動を起こすことが必要です。 

持続可能な未来を築くため、省エネルギーの推進や年間日照時間が長い地域特性を

活かした太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入、豊かな森林資源の整備や藻場

の造成を行うことで、グリーンカーボン及びブルーカーボンによるＣＯ２吸収量を確

保する取組を推進し、カーボンニュートラルの実現を目指します。 

 

【目指す姿】 

●環境に配慮した日常生活や事業活動が定着し、二酸化炭素排出量の削減が進んでい

ます。 

●環境保全のための広域的な取組が進んでいます。 

●省エネルギーの推進と再生可能エネルギーの導入促進、循環型社会の形成、事業者・

住民への情報提供と活動促進等が図られています。 

●再生可能エネルギーの地産地消及び地域内経済循環が図られています。 

●住宅・建築物の脱炭素化の選択、省エネ機器の導入・買換え、電動車の購入、エコ

ドライブの推進、公共交通機関や自転車の利用促進等により、脱炭素型ライフスタ

イルへの転換が進んでいます。 

 

 

（１）脱炭素社会の実現に向けての取組 

■環境の現状と取組状況 

・令和６年度における本市全域のＣＯ２排出量の推計は 343 千 t-ＣＯ₂であり、

そのうち産業部門（製造・建設・農林水産業等）が約 16％、業務その他部門（卸

売・小売・宿泊・飲食サービス・医療福祉等）が約 21％、家庭部門が約 22％・

運輸部門（自動車・鉄道・船舶）が約 39％、廃棄物分野が約２％となっていま

す。 

・住宅用太陽光発電システム及び蓄電システムの導入に対して市独自の補助を行

っています。 

・国の補助制度等を活用し、公共施設や民間施設への太陽光発電システム等の導

入を進めるとともに、再生可能エネルギーの地産地消の調査研究を進めていま

す。 

・公共施設等の設備機器の適切な更新や、新築においては、快適な室内環境を実

現しながら消費エネルギーをゼロにすることを目指した「ＺＥＢ化」の検討を

行うことで省エネルギーの効果を高め、温室効果ガス排出量の削減に取組んで

います。 

 

■環境課題 

・化石燃料由来のエネルギーについて、極力消費を抑制し、環境への負荷を少な
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くする必要があります。 

・市民・事業者・行政がそれぞれに取組んでいる省資源化や日常的な省エネ行動

など環境保全活動の拡充が必要です。 

・太陽光発電システムのリサイクル方法等について確立する必要があります。 

 

■施策の方向性 

施策① 再生可能エネルギーや高効率な省エネルギー機器等の導入促進 

・再生可能エネルギーの導入及び省エネルギー機器等の導入促進のために、住宅

用太陽光発電システム及び蓄電システム、省エネ機器の設置を推進します。 

・大規模太陽光、風力、水力、バイオマス等の発電システム設置についても、官

民一体となって環境にやさしいまちづくりを進めます。 

・再生可能エネルギー発電事業と地域環境との調和に関する条例に基づき、地域

を取り巻く環境と調和のとれた再生可能エネルギー発電事業を促進します。 

 

施策② くらしや事業活動における省エネルギー行動の促進 

・車両及び船舶など各分野での省エネルギーの取組事例及び効果などの情報を広

く市民等や事業者に提供し、各主体が一体となって温暖化対策を推進します。 

・公共交通機関の利用及びマイカー利用時の環境に配慮した運転（エコドライブ）

等の普及・啓発を推進します。 

・オゾン層保護及び地球温暖化防止に関する情報を提供し、地球温暖化防止の啓

発を推進します。 

・森林・里地里山の保全再生や、藻場の造成などによる二酸化炭素（ＣＯ₂）の吸

収・固定量によりカーボンニュートラルの実現を推進します。 

 

施策③ エネルギーの地産地消の推進 

・市内で生み出された再生可能エネルギーを市内に供給するエネルギーの地産地

消及び地域内経済循環を図る取組の調査・研究を進めます。 

 

施策④ 市の事業活動における環境への配慮 

・市が率先して、太陽光発電の最大限の導入、建築物における省エネルギー対策

の徹底、再生可能エネルギー電力の調達、電気や水の節約、冷暖房のこまめな

調節を推進します。 

・地球温暖化対策実行計画（第５章）を実行します。 

・ＩＳＯの適正な実施に努めます。 

 

【各主体の取組】 

＜市民等ができること＞ 

・住宅用太陽光発電システムや蓄電システムの導入に加え、省エネ機器の導入・

買換えに努めます。 

・自家用車については、温室効果ガス排出量がより少ない電動車の購入を検討し

ます。 
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・住宅のエネルギー使用状況の見える化のためＨＥＭＳ8等の導入を検討し、効率

的なエネルギー使用に努めます。 

・日常生活の中で、脱炭素型ライフスタイルへの転換を意識しながら省エネ・節

電行動、エコドライブを実践します。 

 

＜事業者ができること＞ 

・建造物等への太陽光発電システムの導入に努めます。 

・省工ネ型生産設備や生産工程の導入など、エネルギーの効率的な利用などに努

めます。 

・事業所の新築・改修時のＺＥＢ9化、壁や窓の高断熱化など建物の省エネ性能の

向上及び建物の長寿寿命化に努めます。 

・自動車の適正な使用管理に努め、自動車の使用を可能な限り減らします。 

・社用車などについては、温室効果ガス排出量がより少ない電動車の購入を検討

します。 

・クールビズやウォームビズをはじめとした省エネ・節電行動、エコドライブを

実践します。 

 

【数値目標】 

指 標 
現 状 

(R6) 

中間目標

(R11) 

最終目標 

(R15) 
担当課 

市全体の温室効果ガス排出量

（CO2） 
343 千ｔ 261 千ｔ 211 千ｔ 市民環境課 

太陽光発電システム導入公共建築

物数（累計） 
15 施設 28 施設 42 施設 関係各課 

天草市内の住宅用太陽光発電シス

テム設置戸数（累計） 
3,078 件 3,600 件 4,000 件 市民環境課 

省エネ型の公共建築物数（累計）

（ZEB Ready10相当） 
１施設 ２施設 ３施設 市民環境課 

 

  

                         
8 ホームエネルギーマネジメントシステム（Home Energy Management System）の略称。家庭でのエ

ネルギー使用状況を、専用のモニターやパソコン、スマートフォン等に表示することにより、家

庭における快適性や省エネルギーを支援するシステムで、空調や照明、家電製品等の最適な運用

を促すもの 
9ネットゼロエネルギービル（Net Zero Energy Building）の略称。快適な室内環境を実現しながら、

建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。 
10 『ZEB』を見据えた先進建築物として、外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備えた

建築物のこと。 
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５ 市民みんなで学び行動する環境保全活動の推進 

良好な環境を将来へ引き継いでいくためには、環境問題の本質を理解し、日常生活

において積極的に環境に配慮した行動ができる人材の育成が重要です。 

自然環境や気候変動などの環境問題について、全ての市民が日頃の生活の中で意識

して考え、地域や職場、学校で環境保全活動に取組めるようにするために、環境保全

関係の情報の共有化を図るとともに、市民が積極的に学ぶ機会を創出し、環境教育、

環境学習を推進します。 

また、市民や事業者等が実施する環境保全活動を支援します。 

 

【目指す姿】 

●充実した環境教育により、子どもの環境問題に対する関心が高まっています。 

●地域での環境保全活動や環境教育が活発に行われています。 

●市民等・事業者・市のネットワークが形成され、環境保全のための主体的・積極的

な活動が展開されています。 

 

 

（１）環境教育・環境学習の推進 

■環境の現状と取組状況 

・本市は、優れた自然環境を学ぶための多くの体験施設・見学施設などがあり、

環境教育や環境学習に適しています。 

・学校においては、各学校の実態や地域の特色を踏まえ、「環境をとらえる視点」

及び「環境教育で重視する能力や態度」を明確にした指導計画を作成し、各教

科等の指導の充実を図っています。また、学校版環境ＩＳＯにも具体的数値目

標を掲げるなど、積極的に取組んでいます。 

 

■環境課題 

・市民が自主的な環境学習活動を展開するには、市による身近な地域の自然・生

活環境をはじめとする、幅広い分野の情報収集と整備、公開が求められていま

す。 

・地球温暖化問題やごみ問題など、市民一人ひとりの意識と行動が変わっていく

ことが必要です。 

・市民が環境について学び、実践する機会を可能な限り多く創出していくことが

必要です。 

・環境教育、地域の環境学習活動の支援は、次世代につなげていくために長期的

かつ継続的に実施していくことが重要です。 

 

■施策の方向性 

施策① 学校等における環境教育・環境学習の推進 

・学校等からの要望に沿った学習テーマに基づいた講座を学校等に出向いて開催

します。 

 

施策② 地域における環境教育・環境学習の充実 

・省資源・省エネルギー・リサイクルといった具体的な環境行動に関する教育の
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機会を充実していくよう努めます。 

・環境意識の向上を図るため、環境関連の学習会などを開催します。 

・ホームページや市政だよりを通じて、環境学習に関する情報の提供や様々な環

境活動について掲載します。 

 

【各主体の取組】 

＜市民等ができること＞ 

・環境に関する情報の収集や理解に努めます。 

・家庭や地域で環境を話題にするなど、家族や地域住民みんなが環境への関心を

持てるような環境づくりに努めます。 

・身近な環境に関心を持ち、観察会や講演会などの活動やイベントに参加します。 

・市の環境に関する出前講座を積極的に活用します。 

 

＜事業者ができること＞ 

・職場における環境学習に努めます。 

・社外の環境に関する研修などに参加します。 

・施設見学の受け入れや農水産業体験など、体験型の環境教育・学習に協力しま

す。 

 

【数値目標】 

指 標 
現 状 

(R6) 

中間目標

(R11) 

最終目標 

(R15) 
担当課 

出前講座及び環境学習への参加

人数（年間延べ人数） 
1,941 人 2,000 人 2,000 人 市民環境課 

 

 

（２）市民等の取組や連携の支援 

■環境の現状と取組状況 

・地域においては、地区振興会等における環境部会活動などにおいて、地域住民

が連携した清掃・美化などの活動が活発な地域もあります。また、環境関連の

市民活動団体により各地域で各々活動が実施されています。 

・市民が必要とする地域環境に関する市のデータを気軽に簡単に入手できる状況

ではありません。 

 

■環境課題 

・広報紙における定期的な環境分野全般の啓発が不十分です。 

・市民団体等の活動に対して、様々な環境のテーマで互いの活動を連携し、高め

ていく市民・事業者のネットワークの形成にも引き続き支援を行う必要があり

ます。 

 

■施策の方向性 

施策① 市民活動や企業の取組に対する支援 

・事業者や市民活動団体が行う環境教育や環境学習、優れたエコツーリズムなど
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を積極的に紹介し、地域社会と一体となった環境ビジネスと環境保全の取組を

支援します。 

・太陽光・風力・水力等の再生可能エネルギーの利用を促進する活動を支援しま

す。 

・環境に配慮したグリーン製品の購入を積極的に推進します。 

・自然保護活動に取組んでいる団体等との連携を図り、市民等や事業者の自然環

境保全の意識の向上を図ります。 

・市民等が水環境に関心を持ち、生活の中で水と人との関係を考えていくことが

できる基盤づくりや、自発的に環境保全に参加できる環境づくりの施策を展開

します。 

・各地区自治組織や子ども会などによる資源物の回収団体には、必要な支援を行

います。 

・市民等や事業者の参画及び広域的な連携による環境保全活動を進めるため、環

境保全の啓発と環境保全活動への参加を促します。 

・環境基本計画実績報告書を作成し、市ホームページにおいて公表します。 

 

【各主体の取組】 

＜市民等ができること＞ 

・地域の環境保全活動や美化作業に進んで参加します。 

・環境情報の提供やアンケート調査など、行政の取組に協力します。 

 

＜事業者ができること＞ 

・自然保護や環境保全のためのさまざまな活動を支援し、社会貢献に努めます。 

・環境情報の提供やアンケート調査など、行政の取組に協力します。 

 

【数値目標】 

指 標 
現 状 

(R6) 

中間目標

(R11) 

最終目標 

(R15) 
担当課 

市政だよりやホームページにお

ける環境関連記事の掲載 
39 件 45 件 45 件 市民環境課 
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第５章 天草市地球温暖化対策実行計画 

１ 計画の基本的事項 

本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条に規定された地方公共団体

実行計画であり、市全域の温室効果ガスの排出量の削減等を図るとともに、市、市民

及び事業者の主体的な取組を総合的かつ計画的に推進することを目的に策定するも

のです。 

 

（１）計画の期間 

本計画の期間は、令和８（2026）年度から令和 15（2033）年度までの８年間とし、

また、温室効果ガス排出削減に当たっての基準年度を平成 25（2013）年度とします。 

 

（２）計画の対象 

本計画の対象は、市の全ての機関における事務事業については、地球温暖化対策の推

進に関する法律第 21 条に規定された地方公共団体実行計画の事務事業編として位置

づけ、本市全域における、市、市民及び事業者による事業活動については、同法第 21

条に規定された地方公共団体実行計画の区域施策編として位置づけます。 

 

対 象 計画の位置づけ 

市の全ての機関における事務事業 

指定管理施設及び施設の新増設も含みます。 

なお、民間や公益法人など外部への委託や請負により実施する事務・事業

は対象外とし、市営住宅や教職員住宅、医師住宅など個人の生活に関わり

が大きい施設も対象外とします。 

事務事業編 

天草市全域における市、市民及び事業者による事業活動 

部門別の対象となる活動は以下のとおりです。 

産業部門：製造業、鉱業・建設業、農林水産業の活動等。 

業務その他部門：オフィス、スーパー、学校、病院の活動等。 

家庭部門：家庭における電気、ガス、灯油の使用等。 

運輸部門：自動車(自家用、運輸営業用)、船舶、航空機の使用等。 

廃棄物分野：一般廃棄物の焼却処分等。 

区域施策編 

 

  



 

- 53 - 

 

（３）計画の対象となる温室効果ガス 

本計画で対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策の推進に関する法律第２条第

３項に規定されている６物質を対象とします。 

ガスの種類 人為的な発生源 備考 

二酸化炭素

（CO₂） 

エネルギー起源 

化石燃料の燃焼など ガソリン、灯油、軽油、A 重

油、LPG、都市ガス、電気の使

用 

非エネルギー起源 
廃プラスチック類の焼

却など 

廃棄物の焼却 

メタン（CH₄） 

家畜の腸内発酵、一般廃

棄物の焼却、廃棄物の埋

立など 

灯油、LPG、都市ガス、自動車

の走行、下水またはし尿の処

理、浄化槽 

一酸化二窒素（N₂ O） 

耕地における肥料の使

用、家畜の排せつ物の管

理、一般廃棄物の焼却な

ど 

灯油、LPG、都市ガス、自動車

の走行、下水またはし尿の処

理、浄化槽 

ハイドロフルオロカーボン類

(HFCS) 

スプレー、エアコンや冷

蔵庫などの冷媒、化学物

質の製造プロセスなど 

カーエアコンの使用 

パーフルオロカーボン類（PFCS） 
半導体の製造プロセス

など 

電子部品等のエッチング 

六フッ化硫黄（SF₆） 
電気設備の電気絶縁ガ

ス、半導体の製造など 

封入機械器具の使用 
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２ 温室効果ガスの排出状況と将来推計【区域施策編】 

（１）温室効果ガス排出量（ＣＯ２）の現状 

本市におけるＣＯ２排出量は、基準年度である平成25（2013）年度は552千 t-ＣＯ２、

令和元（2019）年度は 361 千 t-ＣＯ２、令和６（2024）年度は 343 千 t-ＣＯ２と減少

傾向にあります。 

また、令和６（2024）年度におけるＣＯ２排出量の構成比は、産業部門が約 16％、

業務その他部門が約 19％、家庭部門が約 23％、運輸部門が約 40％、廃棄物分野が約

２％となっています。部門・分野別ＣＯ２排出量は、すべての部門で基準年度から減

少しております。 

（２）ＣＯ₂排出量の将来推計 

環境省自治体排出量カルテにおけるＣＯ２排出量の算定方法をベースに、本市の実

態により近いと考えられる算定によるＣＯ２排出量の推計を行いました。令和32（2050）

年度のＣＯ２排出量の推計では令和元（2019）年度から約 15％の減少にとどまり、対

策がない場合のＣＯ２排出量の減少幅が小さい予想となっています。国においては、

令和 12（2030）年度のＣＯ２排出量を平成 25（2013）年度比で 46％削減することが目

標として定められていますが、本市におけるＣＯ２排出量の推計では約 38％の削減に

とどまっており、令和 32（2050）年度のカーボンニュートラルの達成に向けても、追

加的な対策が求められます。 
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基準年度 現状年度 推計値（BAU排出量）

（千ｔ-CO₂）
部門別CO₂排出量の現状と推計（BAU排出量）

産業

業務その他部門

家庭部門

運輸

廃棄物分野

（一般廃棄物）

54千t-CO₂, 

16%

66千t-CO₂, 

19%

78千t-CO₂, 

23%

137千t-

CO₂, 40%

8千t-CO₂, 2%

部門・分野別CO₂排出量構成比（令和６年度）

■産業 

■業務その他 

■家庭 

■運輸 

■廃棄物 
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（３）ＣＯ₂吸収量 

ＣＯ２排出量低減に加え、ＣＯ２吸収量として大きく期待されるグリーンカーボン及

びブルーカーボンによる吸収量が人為的に排出されるＣＯ２量と等しいまたはそれ以

上の状態になることで、「ＣＯ２排出実質ゼロ」を目指します。本市では、育成林を健

全に保つための間伐や主伐後の再造林等の森林整備を適時適切に行うとともに藻場

の造成を行うことで、グリーンカーボン及びブルーカーボンによるＣＯ２吸収量を確

保します。 

 

 
グリーンカーボン 

による CO₂吸収量 

現 状 

令和５(2023)年度 

民有林面積（ha） 45,377 

森林蓄積量（㎥） 11,536,296 

吸収量（t-CO₂） 146,523 

 

 

  

【算出方法】 

①森林面積は、天草市全体の森林面積の約 98％が民有林(人工林・天然林)のため

「熊本県林業統計要覧」の民有林の数値を用いて算出。 
 
②炭素蓄積量は、民有林の森林蓄積変化を推計することとする。炭素蓄積量に必

要な森林蓄積量は「熊本県民有林資源調査」の天草市の数値を用いて算出し、

各係数は「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定

手法編）Ver.2.2（令和７（2025）年６月_環境省」の「森林全体の炭素蓄積変

化を推計する手法」にある「森林バイオマスの吸収・排出量を推計する際の各

種係数」を用いて算出。 

吸 収 量＝（森林炭素蓄積量※A 年度－森林炭素蓄積量※B 年度）/ 

年数（Ａ-Ｂ）×44/12（換算係数） 

※炭素蓄積量＝森林蓄積量×拡大係数×(1＋容積密度)×地下部比率×炭素含有率 
 

③基準年度である平成 25(2013)年度と現状の令和５(2023)年度を比較して、炭素

蓄積量の増加分からＣＯ２吸収量を算出。この蓄積変化は、森林の成長、伐採、

枯死等による変化が含まれた値となり、期間中の森林蓄積量が減少した場合

は、ＣＯ２の排出として推計されることとなる。 
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ブルーカーボン 

による CO₂吸収量 

現 状 

令和６（2024）年度 

アマモ面積（ha） 0.87 

吸収量（t-CO₂） 6.3 

  

【算出方法】 

①アマモ面積及びＣＯ２吸収量は、天草市ブルーカーボン推進協議会がジャパン

ブルーエコノミー技術研究組合へ Jブルークレジット認証を申請し、認証さ

れた数値より算出。 

②ＣＯ２吸収量は、「Jブルークレジット認証申請の手引き-ブルーカーボンを活

用した気候変動対策-Ver.2.5 ジャパンブルーエコノミー技術研究組合」の

「吸収係数の設定における考え方」にある「藻場生態系を対象に算定する場

合【式２】」を用いて推計することとする。各係数は「プロジェクト登録申請

書兼 Jブルークレジット認証申請書“藍の AMAKUSA 宝島”未来へつなぐ藻場

再生プロジェクト_天草市ブルーカーボン推進協議会」の係数を用いて算出。 

 

【式２】 

吸 収 量＝アマモ面積×単位面積当たりの湿重量×（1-含水比）×P/B 比× 

炭素含有比×44/12×（残存係数①＋残存係数②） 

×生態系全体への変換係数 

③人為活動によって増減させた藻場面積からＣＯ２吸収量を算出。この海草の炭

素貯留は、枯れた海草の堆積貯留、深海へ沈降し長期間貯留されるプロセス等

による変化が含まれた値で推計されることとなる。 
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（４）2050年度のＣＯ₂排出実質ゼロに向けた脱炭素シナリオ 

ＣＯ２排出量の現状と推計（ＢＡＵ排出量11）から徹底した省エネ対策（照明や機器

の効率向上やその普及等）や再生可能エネルギーの導入（太陽光発電システムや蓄電

システム等）によるＣＯ２排出量の削減を見込む脱炭素シナリオでは、令和 12（2030）

年度のＣＯ２排出量は平成 25（2013）年度比で 55％削減、令和 32（2050）年度は平成

25（2013）年度比で 100％削減を目指しています。今後の技術革新や国等の施策効果

によるＣＯ２排出量削減状況の推移を踏まえながら必要に応じて見直し、グリーンカ

ーボン及びブルーカーボンによるＣＯ２吸収量を差し引き、ＣＯ２排出実質ゼロを目指

します。 
 

 

 
出典：天草市再生可能エネルギー導入戦略 

  

                         
11 ＢＡＵ排出量とは、今後追加的な対策を見込まないまま推移した場合の将来のＣＯ２排出量を指

します。 

（ 推 計 ）

          及び

         吸収量

（千ｔ-CO₂）

2013 2019 2025 2030 2040 2050
H25 R1 R7 R12 R22 R32

基準年度 現状年 ← 推 計 →
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３ ＣＯ₂排出量の削減目標【区域施策編】 

（１）目標年度の考え方 

本市では、国の「地球温暖化対策計画」の「2050 年ネット・ゼロ実現12」に向けた

目標を踏まえ、平成 25（2013）年度を基準年度とした令和 12（2030）年度の目標年度

に加え、中間目標年度を令和 22（2040）年度、最終目標年度を令和 32（2050）年度と

します。 
 

 

（２）削減目標 

平成 25（2013）年度を基準年度として、令和 12（2030）年度までに 55％削減、令

和 22（2040）年度までに 78％削減、最終目標年度である令和 32（2050）年度までに

市内のＣＯ２排出量を実質ゼロとします。 

 

区   分 

基準年度 

平成 25 

(2013) 

年度 

現  状 

令和６ 

(2024) 

年度 

目標年度 

令和 12 

(2030) 

年度 

中間目標年度 

令和 22 

(2040) 

年度 

最終目標年度 

令和 32 

(2050) 

年度 

CO₂排出量 
552 

千 t-CO₂  

343 

千 t-CO₂  

248 

千 t-CO₂  

124 

千 t-CO₂  
実質ゼロ 

削減率 - 38% 55% 78% 

 

  

                         
12 ネット・ゼロ実現とは、再生可能エネルギーや省エネの導入により、そもそもの温室効果ガスの

排出量を削減するとともに、発生した温室効果ガスをグリーンカーボンやブルーカーボンの吸

収・固定量によって、活動全体の排出量が差し引きゼロになっている状態を指します。 
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４ ＣＯ₂排出量削減目標達成に向けた取組【区域施策編】 

（１）部門別の取組 

部門別のＣＯ２排出量の削減目標（基準年度比）は以下のとおりとし、部門別の取

組については省エネ対策とともに再生可能エネルギー導入を推進していきます。 

なお、廃棄物分野については全体に占めるＣＯ２排出量の割合が約１％とわずかで

あることから、ＣＯ２排出量の割合が高い他の部門の取組を優先することとし、ＣＯ２

排出量を低減しつつグリーンカーボン及びブルーカーボンによる吸収量を差し引い

たＣＯ２排出実質ゼロを目指します。 

 

部   門 

基準年度 

平成 25 

（2013）年度 

排出量 

(千 t-CO₂) 

目標年度 

令和 12 

（2030）年度 

削減率 

（2013 年度比） 

中間目標年度 

令和 22 

（2040）年度 

削減率 

（2013 年度比） 

最終目標年度 

令和 32

（2050）年度 

排出量 

(千 t-CO₂) 

産業部門 92 50% 66% 

実質ゼロ 

業務その他部門 121 66% 99% 

家庭部門 173 80% 97% 

運輸部門 158 25% 48% 

廃棄物分野 8 - - 

合 計 552 55% 78% 

 

 

部 門 取 組 内 容 

産業部門 ・設置可能な建築物への太陽光発電システムの導入を推進します。 

業務その

他部門 

・設置可能な公共施設への太陽光発電システムを導入します。 

・業務その他部門における省エネ機器の導入、省エネ行動を推進します。 

・公共施設への再生可能エネルギー電力の調達を推進します。 

家庭部門 
・太陽光発電システムの普及を推進します。 

・家庭部門における省エネ機器の導入、省エネ行動を推進します。 

運輸部門 
・電動車の普及を推進します。 

・ふんわりアクセルなどの省エネ行動を推進します。 
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５ 市の事務事業活動に係るＣＯ₂の排出状況【事務事業編】 

（１）ＣＯ₂排出量の現状 

天草市役所の事務及び事業に伴い発生するＣＯ２排出量は、基準年度の平成25（2013）

年度においては 23,905 t-ＣＯ２となっています。近年は減少傾向にあり、令和５（2023）

年度 14,176 t-ＣＯ２、基準年度から約 41％減少しております。 

この内訳を排出要因別に見ると、電気の使用に伴う排出が全体の約７割と大半を占

めています。 

 

  

市におけるCO₂排出量の推移(t ＣＯ₂)

H25 R1 R2 R3 R4 R5

2013 2019 2020 2021 2022 2023

電気, 

73%

燃料, 

23%

一般廃棄物の

焼却, 

1%

下水・し尿の処理,

3%
自動車等,

0%

市におけるＣＯ₂排出量構成比

（令和５（2023）年度）
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温室効果ガス種別（エネルギー起源ＣＯ₂、非エネルギー起源ＣＯ₂等の区分）ごとの排出量 

区   分 
基準年度 

平成 25(2013)年度 

現状 

令和５(2023)年度 

エネルギー起源 

CO₂ 

排出量（t-CO２） 

電気 16,693 10,296 

燃料 
(重油、ＬＰＧ、都市ガス、 
灯油、ガソリン、軽油) 

6,563 3,300 

計 23,256 13,596 

非エネルギー起源 

CO２等 

排出量（t-CO２） 

燃料 

(ＬＰＧ、都市ガス、灯油) 
5 2 

一般廃棄物の焼却 185 139 

下水・し尿の処理 436 422 

自動車等 23 17 

計 649 580 

総排出量（t-CO２） 23,905 14,176 

 

 

エネルギー使用量の推移 

2013 2019   2020 2021 2022 2023 2013 2019       2020 2021 2022 2023
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エネルギー使用量の推移（灯油、ガソリン、軽油、Ａ重油） 

 

 

 

 

 

 

  

2013 2019                     2020 2021 2022 2023
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６ 市の事務事業活動に係るＣＯ₂排出量の削減目標【事務事業編】 

（１）目標年度の考え方 

本市では、国の「地球温暖化対策計画」の「2050 年ネット・ゼロ実現」に向けた目

標を踏まえ、平成 25（2013）年度を基準年度とした令和 12（2030）年度の目標年度に

加え、中間目標年度を令和 22（2040）年度、最終目標年度を令和 32（2050）年度とし

ます。 

 

（２）削減目標 

平成 25（2013）年度を基準年度として、令和 12（2030）年度までに 55％削減、令

和 22（2040）年度までに 78％削減、最終目標年度である令和 32（2050）年度までに

市内のＣＯ２排出量を実質ゼロとします。 

 

区   分 

基準年度 

平成 25 

(2013) 

年度 

現  状 

令和５ 

(2023) 

年度 

目標年度 

令和 12 

(2030) 

年度 

中間目標年度 

令和 22 

(2040) 

年度 

最終目標年度 

令和 32 

(2050) 

年度 

CO₂排出量 
23,905 

t-CO₂  

14,176 

t-CO₂  

10,757 

t-CO₂  

5,259 

t-CO₂ 
実質ゼロ 

削減率 - 41% 55% 78% 
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７ 市の事務事業活動に係るＣＯ₂排出量削減目標達成に向けた取組【事務

事業編】 

市の環境マネジメントシステムに定める取組によってＣＯ２排出量の削減に努める

とともに、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」や「熊本県地球温暖化防止に

関する条例」における設備投資計画に基づき、公共施設の設備機器の適切な更新を図

ることで省エネルギー効果を高め、ＣＯ２排出量の削減に取組みます。 

また、脱炭素社会の実現に向けた公共施設への再生可能エネルギーの導入として、

電気供給事業者から再生可能エネルギー比率の高い電力の調達や太陽光発電システ

ム、蓄電システム、電動車の導入を図ります。 

なお、国の政府実行計画に準じ、本市においても重点的な取組として国の方針に近

づけるよう推進します。 

 

（１）施設整備・設備導入等に係る取組 

項 目 取 組 内 容 

太陽光発電の最大限の導入 

・令和 12（2030）年度までに設置可能な建築物（敷地を含

む。）への太陽光発電システムを 50％以上設置することを

目指します。 

・令和 22（2040）年度までに設置可能な建築物（敷地を含

む。）への太陽光発電システムを 100％設置することを目

指します。 

建築物における省エネルギー

対策の徹底 

・令和 12（2030）年度までに新築建築物の平均で ZEB Ready

相当となることを目指します。 

電動車の導入 

・代替可能な電動車がない場合等を除き、ストック（使用す

る公用車全体）で令和 12（2030）年度までに 100％の電動

車導入を目指します。 

・電動車の導入に合わせ、公共施設への充電ステーションの

整備を推進します。 

・公用車等の効率的利用等を図るとともに、公用車の使用実

態を精査する等し、台数の削減を図ります。 

LED 照明の導入 
・既存設備を含めたＬＥＤ照明の導入割合を令和 12（2030）

年度までに 100％を目指します。 

グリーン購入の徹底 

・機器の購入・更新の際は国のグリーン購入法に基づき省エ

ネ機器を優先導入します。 

・国のグリーン購入法で定める基準適合品の調達に努めま

す。購入基準で基準を定めていない物品等についても、環

境負荷の少ない物品等の調達に努めます。 
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（２）事務事業推進に係る取組 

項 目 取 組 内 容 

再生可能エネルギー電力調達

の推進 

・令和 12（2030）年度までに公共施設で調達する電力の 60％

以上を再生可能エネルギー電力となるよう目指します。 

照明の適正使用 

・使用しない会議室等は消灯を行います。業務時間外は特に

意識して消灯を行います。 

・昼休み中は来客対応時を除き消灯を行います。 

空調の適正使用 

・ブラインドの活用や窓の開閉により空調の使用を控えます。 

・適切な室温管理を徹底します。（夏季 28℃、冬季 20℃） 

・エアコンフィルターの掃除をこまめに行います。 

エコドライブの推進 

・公用車から離れる時は必ずエンジンを切り無駄なアイドリ

ングは控えます。 

・急発進、急加速をせずエコドライブを推進します。 

・車両を適正に整備・管理し、排気ガスの削減に努めます。 

その他 

・クールビズ・ウォームビズを推進します。 

・「ノー残業デー」や職員の事務負担が軽減される職場環境づ

くりを推進し、定時退庁を奨励することで節電に努めます。 

 

 

８ 計画の推進と進行管理 

本実行計画の進行管理は、「第３次天草市環境基本計画」の中で一体的に行うこと

とし、推進体制についても同様とします。 

また、地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条第 10 項に基づき、温室効果ガス

の排出量や目標の達成状況等について毎年公表します。 
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第６章 計画の推進と進行管理 

１ 計画の推進に向けた基本的な考え方 

本計画に掲げる目指すべき「将来の環境像」の実現及び５つの基本目標を達成する

ためには、本市が本計画に示した取組や施策を総合的、効率的、効果的に実施するこ

とや、市民等・事業者及び市が自主的に環境配慮行動を実践することが必要です。 

そして、各主体の取組が継続して実施されるには、環境の状況や取組結果に関して

適切な点検・評価を行い、改善に結びつけていくような進行管理の仕組みの構築や、

それを実施するための体制の確保、さらには計画の推進を促す制度や取組が必要とな

ります。 

 

 

２ 計画における施策の推進方針 

本計画では、「第４章 分野別の施策と取組の方向性」において環境政策ごとに体系

化した施策の方向と柱に基づいて施策を展開しています。 

これらの施策は、本計画の目指すべき「将来の環境像」の実現及び５つの基本目標

を達成するために、総合的かつ体系的に推進することが必要です。 

 

（１）市民等及び事業者の参画と協働 

市は、市民等及び事業者の環境の保全及び創造に関する取組状況や要望を把握し、

適宜施策へ反映することに努めるとともに、環境に配慮した生活や事業が行われるよ

う市民等及び事業者の支援に努めることで、積極的な参画と協働を求め、効果的な施

策の推進を図ります。 

 

（２）広域的な施策の展開 

温暖化対策をはじめとする地球環境の保全、廃棄物の適正処理、大気環境の保全等

につき、本市のみで対応して解決を図ることは地理的社会的条件から困難です。 

これらについては、国、県、他市町、関係団体等と協調して連携体制の一層の強化

を図り、施策を広域的な視点にたって展開していきます。 

 

（３）指標の進捗状況に応じた効果的な施策と事業の立案 

「第４章 分野別の施策と取組の方向性」に示す内容については、個々の指標を用

いて評価することから得られた結果を受けて、今後実施すべき施策・事業を立案し、

効果的にその推進を図ります。 

また、実施される施策・事業は「環境基本計画実績報告書」を毎年度作成し、基本

目標達成に向けた進捗状況及び各課等における施策・事業の実施状況について、天草

市環境審議会等に報告します。 
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【推進体制の概要図】 

 

  

天草市環境審議会 

市長 

 
 
・環境基本計画の推進と進行

管理 
・施策・事業の推進に係る各

種調整 
・市民等への情報提供・取組

の実践支援 など 
 
 
 
 
・施策・事業の実施 
・進行状況の自己点検、課題

の抽出 など 

市民環境課 

 

 

・環境に関する情報提供 

・取組の実践 

・環境基本計画への意

見・提案など 

市民・事業者等 

庁内関係課 

計画の推進主体 

・計画策定などの答申 

・進捗に対する意見 

・計画策定などの諮問 

・進捗に対する報告 

指示 報告 

参画・協働 

 
 
 
・広域的な視点による取組の推進にあたっての連携・協

力など 

国・県などの行政機関、近隣自治体 

連携・協力 
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３ 計画の点検と評価 

（１）計画の進捗状況の把握 

計画の進捗状況を把握し、評価するため、計画に定める指標の状況、目標の達成状

況、施策の実施状況等について年度ごとに調査を実施します。 

なお、計画の進捗状況について、より適切に把握し評価するため、経年的な推移を

整理することに努めます。 

 

（２）環境基本計画実績報告書の作成と公表 

計画の適正な進行管理を図るため、計画に定める指標の状況、目標の達成状況、施

策・事業の実施状況、総合的な評価の結果等について、「環境基本計画実績報告書」を

毎年作成し、公表します。 

 

 

４ 計画の推進及び進行管理の仕組み 

本計画を着実に推進していくためには、環境施策の実施状況や環境指標の達成状況

を定期的に把握・評価するとともに、広く市民へ周知するため、ホームページや市政

だより等を通じて公表し、必要に応じて計画を見直していく必要があります。 

そこで、計画の策定から環境施策の実施、点検・評価、改善までの一連の流れを、

Plan(計画する)、Do(実行する)、Check(点検・評価及び公表する)、Action（見直す）

の環境マネジメントシステムに基づくＰＤＣＡサイクルを繰り返すことで、目標の達

成を図ります。 

 

 


